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【研究ノート】

ＩＭＦ・世銀の構造調整政策と途上国財政

－スリランカ財政を事例として－

金子勝

Ｉはじめに

1973年に戦後ブレトンウッズ体制は崩壊した。だが「ＩＭＦ体制の崩

壊」という表現は，あたかもＩＭＦなどの諸機関がその歴史的使命に終わ

りを告げ，極めてマイナーな役割に陥ったかのような誤った印象を与えか

ねない。事実，変動相場制への移行とともに，戦後ブレトンウッズ体制を

支えてきたＩＭＦや世界銀行の役割や機能の変化に十分な注意が払われな

くなってきた。しかし今日の国際経済的枠組みを考える上で，ＩＭＦや世

銀が果している役割の重要性を無視することはできない。確かにＩＭＦや

世銀が担う役割は大きく変化した。まず第１に，ＩＭＦは，国際収支の急

激な悪化に伴う外貨危機を契機にして，緊急融資と引き換えに当該国の経

済政策に内部的に介入するようになった。そして第２に，レーガン政権や

サッチャー政権に先行して，マネタリスト的政策を世界的に強制してゆく役

割を担っていった｡1976年のイギリスへの緊急融資は,労働党政権の経済政

策を「やむをえざるマネタリズム」へ転換させていった典型的事例である。

だがＩＭＦや世銀の現在の役割を考える時，途上国の経済政策に与えて

いるインパクトの方がはるかに大きい。オイル・ショック後に途上国が直

面した経済成長率の低下とインフレーション，国際収支危機と累積債務問

題,そして財政赤字という経済的困難に対して，構造調整プログラムを実
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施し，途上国の経済政策を大幅に転換して経済構造そのものを変えてゆこ

うとしているからである。その政策の基本的フレームワークは，新古典派

開発経済学に基づいている。その特徴の第１は，１９７０年代後半以降に先

進諸国でとられた政策的フレームワーク－すなわちマネタリスト的政策

とサプライサイド政策一を，短期間にそのまま途上国に持ち込もうとし

ている点である。すなわち公共部門を縮小し，市場機構による資源配分の

効率性を高めることによって，経済成長を図るとともに，財政赤字の削減

によって通貨供給量の抑制を図り，インフレを抑えてゆこうとする政策で

ある｡具体的には，公企業民営化，規制緩和，行政改革，福祉プログラム

と補助金の削減，金融の自由化などの諸政策である。第２は，ＮＩＥＳ諸国

の発展モデルに基づいて，外資導入による輸出主導型経済発展，貿易・資

本の自由化と為替レート切下げ政策をとることによって，経済成長を図り

つつ国際収支危機を乗り切ろうとしている点である。

本稿は，まず第１に，スリランカを素材にして，世銀・ＩＭＦの構造調

整プログラムの具体的内容を明らかにし，第２に，この構造調整プログラ

ムが，スリランカの経済社会構造とどのような緊張関係をはらんでいるか

を検討することを課題としている。そして，これらの作業は，新古典派開

発経済学に基づく開発戦略と途上国財政の問題点を明らかにするために，

必要不可欠な準備過程を提供することになると考えられる。

Ⅱ第２次構造調整プログラムの展開

1．構造調整プログラムの導入と経済安定化政策

スリランカ財政の具体的分析に入る前に，その財政政策を方向づけてい

る経済政策の基本的枠組みについて，簡潔にふれておかねばならない。ま

ずスリランカに対して，最初にＩＭＦの構造調整プログラムが適用された

のは，ジヤナワルダナ政権が誕生した1977年である。これによって一連

の経済自由化政策が推進された。為替レートの切下げと弾力化，関税改革
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と貿易の自由化，外資導入奨励策と自由貿易地区の設置，価格統制の廃止

などが，それである。この第１次構造調整政策は一旦スリランカ経済を改

善に向かわせたものの，８３年のシンハリ，夕ミールの民族対立の深刻化

を契機に，再び経済パフォーマンスは悪化していった。こうした背景のも

とに，８８年にＩＭＦの構造調整融資（ＳＡＦ:theStructuralAdjustment

Facility）が受け入れられ，第２次構造調整プログラムが始まった。そし

て９０年には世界銀行の経済再建貸付（theEconomicRestructuring

Credit）によって，この第２次構造調整プログラムの一層の推進が図ら

れているのである。

では，この第２次構造調整プログラムの政策内容とは，どのようなもの

であろうか。まず1987～８８年の初期に，３つの高次委員会（highlevel

committees）の勧告，すなわち工業政策委員会（thelndustrialPolicy

Committee)，関税委員会（thePresidentialTariffCommittee)，行

政改革委員会（AROtheAdministrativeReformCommittee）の３

員会の勧告が承認されたことに始まる。前政権は，これに基づいて，８８

年に次の３分野の構造改革（structuralreform）を政策的柱に据えた。

すなわち，

①公共部門の行政改革（行政機構の効率化・省庁の半分以上の削減・

公務員数の20％削減）

②工業成長の加速と製造業輸出を促進する産業改革パッケージ（輸出

競争力を保証する為替レート政策・関税改革・公企業民営化）

③公共支出のリストラクチャリング（支出の効率化・収益性の低いプ

ログラムの除外）

の３分野である。

８９年２月に誕生したプレマサダ政権は，民族対立を背景に，当初，第２

次構造調整プログラムに対して漸進主義的アプローチをとろうとしたが，

経済パフォーマンスの悪化とりわけ国際収支の悪化と外貨準備の枯渇に

よって，プログラムの本格的推進を余儀なくされていった。
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その基本的政策は，まず「財政赤字の削減によって通貨と信用の膨張を

抑制する」というマネタリスト・アプローチに基づく経済安定化プログラ

ムによって特徴づけられる。具体的には，第１に，財政赤字の対ＧＤＰ比

を削減しつつ，その財政赤字をファイナンスする公債を短期債券＝大蔵省

証券に改める（それによって経費膨張圧力を抑制する効果を期待する)。

第２に，この大蔵省証券を対象とする公開市場操作を強化することに

よって，通貨供給量と流動性全体のコントロールを図る゜実際には，完オ

ペによって，中央銀行の大蔵省証券保有量を減少させ，通貨膨張圧力を緩

和することに重点が置かれた。それまで政府は財政赤字を中長期債で賄い

中央銀行がそれを引き受けて通貨供給量の膨張をもたらす一方，利子率や

信用量の直接的統制によってインフレ抑制を図ろうとしていた。こうした

従来の直接的金融政策手段を排して，市場ペースの間接的金融政策手段に

移行することによって，通貨供給量の抑制を図ろうとしたのである。

第３に，この通貨供給量を中間目標として，経済成長率・インフレ率。

国際収支といったマクロ経済指標の目標達成が図られろ。しかし通貨供給

量のコントロールが，円滑な市場機構の働きによってマクロ経済指標に影

響を与えてゆくためには，金融・価格および為替政策の自由化が必要とな

る。すなわち金融自由化によって，利子率が流動性全体の増加に合せて変

動するようにし，市場機構の働きを妨げる価格統制を廃止し，また為替

レートは，輸出競争力と対外準備の維持のために弾力的に運用されねばな

らないとされる。

2．行政改革と公企業民営化

こうした経済安定プログラムの達成にとって，財政赤字の削減が政策の

出発点となる。そのため1989～90年の構造調整プログラムにおいて，公

共部門の行政改革と公共支出のリストラクチャリングが要石の位置を与え

られ，最優先目標とされた。具体的には，つぎの分野が改革の対象となっ

た。すなわち第１に公共部門の行政改革，第２に公共支出のリストラクチャ
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リング，第３に公企業の民営化である。

なかでも８９年から９０年にかけて最も重視されたのは公共部門の行政改

革であった｡改革は,８８年および89年に出された行政改革委員会(ＡＲＣ）

の勧告に基づいている。そのＡＲＣ勧告は，①省庁の統廃合と人員整理，

②人事管理の効率化と競争システムの導入，③将来的な公共部門の年金改

革，④公企業改革を主な内容としている。

まず第１に，公務員は当時２４の省に約50万人雇用されていたが，勧告

は，省の数を半分にし，閣僚数を２８人から２２人に，大臣数を４５人から

24人に減らし，そして公務員数を約20％削減することを目標に掲げた。

88年勧告は，約８～９万人の人員過剰の中，４万6,000人を冗員として確

認済みであるとした。８９年には，SuppliesとHOusingの２部局の廃止

(1,300人中300人が冗員),さらに計4,000人を抱えるMarketingLand

Development，CommodityPurchaseの３部局の廃止が打ち出された。

90年には，給与および組織委員会（SalariesandCadreCommittee）

の調査検討が終了し，①90年度中における１万8,000人から２万人規模

の人員整理，②90年度中の技術職を除く新規採用の凍結と退職者の不補

充，③90年３月までの約2,800人の希望退職者の確認がなされた。具体

的には，TheRiverValleyDevelopmentBoardの廃止（1,600人)，

ThePaddyMarketingBoardのリストラクチャリング（1,600人→700

人)，ＦｏｏｄCommissionの商業的機能を協同卸売機構（CWBtheCo-

operativeWholesaleEstablishment）に移した上でのＣＷＢのリスト

ラクチャリングなどが，９０年中に削減対象としてあげられた。

さらに，この中央政府の行政改革は，８８年に実施された地方分権化

(Decentralization）改革と密接に関連している。８７年までは，地方団体

はMunicipalCounciLUrbanCouncil,PradshiyaSabaの３つから

構成されていたが,この改革によって,中央政府とこれら地方団体の間に，

新たにProvincialCouncilが設けられた。このProvincialCouncilに

は，中央政府の非収益的・非軍事的経常支出の約１/３にあたる事務が移管
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され,中央省庁の約半分のスタッフが漸次的に移動することになっている。

もちろん，この地方分権化によって，中央・地方の公共サービス規模全体

が拡大しないことが条件とされ，また中央政府の人員削減計画と進行が同

時的ではなく，調整と合意形成が必要であると述べられている。

第２に，この行政改革には，省庁の統廃合と人員削減だけでなく，同時

に人事管理の効率化が含まれている。まず行政省（MinistryofPublic

Administration）内に政策課（PolicyDivision）が設置され，人事管

理，組織的決算と幹部配置，行政システムの効率化，訓練と教育（余剰人

員の確認と再教育の推進）等について政策立案を行わせた。特に人事管理

の非政治化と競争に基づく採用システムの復活が重視され，採用・昇進・

任命・解雇・訓練などについて，公共サービス委員会（PSOthePublic

ServiceCommission）の権限強化を打ち出した。また非専門職に比べて

幹部や専門職の給与水準が低い給与体系の歪みを是正してゆくことが勧告

されたが，行政改革が成功するまで現行の賃金構造には手をつけないもの

とされた。

第３に，８９年２月のＩＬＯ勧告受入れに伴って，９３年度予算実施を目指

して年金改革が政策的検討課題とされた。現行における公務員の年金給付

は，１０年以上勤続の受給資格条件で55歳の最終給与の８５％が保証される

が，受給資格を持つ最低年限を30年に引き上げ，年金支出を削減してゆ

くことが１つ｡いま１つは,私的部門のEmployee，sProvidentScheme

を年金制度に改め，民間部門と公共部門の年金制度の平等化を図ることが

検討課題とされている。

第４に，ＡＲＣは，公企業の民営化に関して，単一の持株会社として

ＰIＭＢ（thePubliclnvestmentManagementBCard）を設立し，その

下に公企業を統合して推進することを勧告した。スリランカ政府は，まず

第一歩として，直ちに民営化可能なUnitedMotors，CeylonOxygen，

StateDistilleries,HoteldeBuhari,などの公企業の民営化を先行さ

せた。そして第二歩として，世銀の協力の下，他の２０の公的製造企業
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(ＰＥＭｓ：PublicManufacturingEnterprises）について，①直ちに閉

鎖すべきもの，②短期的に民営化可能なもの，③民営化以前にリストラク

チャリングが必要なものという３つのカテゴリーに分類する評価作業を

行った。そのうえで89年には，１６の公企業（PublicEnterprises）を商

業ベースで運営可能な公開会社（PublicCompany）に転換させた。こ

の公開会社は，雇用水準・賃金体系を自主的に決定し，政府の監督と投資

認可手続きが不要となる。この措置は，直接的に民営化するか民営化の前

段階として合弁企業にする（存続可能なら残りの株式を売却する）ための

ものである。８９年７月にはＰＩＭＢが設立され,工業省(Ministriesofthe

Textileandlndustries)と協力して,同省配下の全公企業を商業化し民営

化するために，リストラクチャリングと公開会社･有限責任会社(Limited

LiabilityCompany）への転換作業を開始した。９０年度には，セメント

と砂糖公社のリストラクチャリングを継続しつつ，あらたに約３０の流

通・サービス業が民営化の検討対象に加えられた。

他方，公企業だけでなく収益的公共サービス事業の改革も進められた。

最も大きな改革は，中央交通局（CTB:theCentralTransportBoard）

のバス事業の分割民営化である。この分割民営化でＣＴＢの人員削減は全

体で１万３千人に及ぶことになるが，９１年までに６０の会社が設立され，

22社が民営化（peoplization）された。そして同時にパス料金の規制緩

和が実施された。また協同卸売機構（ＣＷＥ）の５つの事業のうち４事業

が分離され，残りの１事業も分離作業に入っている。さらに電信局（ＴＤ：

theTelecommunicationDepartment）の公社化とリストラクチャリ

ング，石油公社（ＣＰＣ:theCeylonPetroleumCorporation）の小売・

製造部門の民営化・石油価格補助金の撤廃が進められている。

3．公共支出のリストラクチャリング

さて財政赤字削減政策にとって，行政改革と公企業民営化とならんで重

要な柱は，公共支出のリストラクチャリングである。その中で重点となっ



152 

ている分野は，

①世帯への各種移転支出・補助金の削減。廃止

②公社・公共サービス事業のリストラクチャリングと移転支出の削減

③福祉サービス（食料スタンプ・ジャナサヴィア・無料学校給食）の

効率化・ターゲット化

④公共投資プログラム（ＰＩＰ：PubliclnvestmentProgram）にお

ける非収益的事業の縮減

である。1990年の税制委員会報告（ReportofTheTaxationCommis‐

sion）および９０年の関税委員会中間報告と９１年の関税委員会報告（Re-

portofThePresidentialTariffCommission）に集約される税制改革

が，基本的に税収中立的であるために，これらの公共支出削減が財政赤字

削減政策の成功の鍵を握ることになる。

まず第１に，①と②の移転支出・補助金の廃止・縮減に関して言えば，

基礎的消費項目に対する価格統制の撤廃と歩調を合せて進められている。

まず89年半ば以降，小麦粉・米・肥料に対する補助金削減が始まり，９０

年度予算で撤廃された。さらに公共交通部門のリストラクチャリングと移

転支出の削減・廃止が試みられ，８９年にはＡｉｒＬａｎｋａとtheCeylon

ShippingCorporationへの移転支出が廃止された。後者は８９年度中に

も航路見直しと保有４隻中２隻の売却が進められた。中央交通局（CTB）

のバス事業の分割民営化と鉄道のリストラクチャリング計画が推進され，

交通補助金の削減がなされた（ただし後述するように，ＣＴＢのリストラ

のために移転支出は急増している)。また電気料金の引上げもなされて

いる。

第２に，福祉サービス給付を最貧困層に集中するようにターゲット化

し，貧困撲滅プログラムにおける雇用創出的＝生産指向的要素を強めた。

まず食料スタンプ(灯油スタンプを含む)は，９０年中のターゲット化の作業

によって受給資格家族数を２１０万から100万以下に抑えた。初等中等学校

の全児童を対象としていた無料学校給食(Mid-dayMealProgramme）
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も，食料スタンプを通じたターゲット化がなされた。またプレマサダ大統

領が新機軸として打ち出したジャナサヴィアについても，①その計画実施

を１１ラウンドに分割し，②また食料スタンプとの重複支給を解消するた

めに，受給資格条件を食料スタンプと同一にし，③同時に貧民雇用と生産

的事業へのアクセスを可能とするように，ジャナサヴィア計画の生産指向

的要素の強化を図った゜そのために，９０年には，世銀の援助の下に，政

府とＮＧＯ代表が構成メンバーとなるジャナサヴィア信託基金（Jana‐

saviyaTrustFund）が設けられた。この基金は５つの構成要素からな

る。すなわち

①CreditＦｕｎｄ（貧困世帯および零細事業に対して生産目的のロー

ンを供給する）

②HumanResourceDevelopmentFund（人的資源開発とそのた

めの建物に補助金を出す）

③RuralWorkFund（雇用創出的農村インフラストラクチュアに融

資する）

④NutritionComponent（3歳以下の栄養失調児童。妊婦。乳母を

援助する）

⑤InstitutionalDevelopmentComponent（マクロ経済政策。セク

タープログラム。特別プロジェクトについて雇用効果を分析するため

に，計画省内部に雇用。貧困政策ユニットを設置する）

第３に，政府資本支出の分野においては，大規模な公共投資計画が，特

定分野（特に電力。灌概゜土地開発）に偏りすぎてバランスを失してお

り，また私的部門の活動を刺激することに十分注意が払われておらず，さ

らには私的部門の投資をクラウド゜アウトしてきたという認識に基づい

て，資本支出の削減が行われてきた。とくにマハヴェリＢ地区のプロ

ジェクトの実施を遅らせて，その支出をＧＤＰの１％以内に抑え，公共交

通。衛生。教育。メインテナンスなどを増やすことによってＰＩＰの分野

別バランスを回復することが重視された。
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以上見てきたように，行政改革・公企業民営化・公共支出削減によって

公共部門の縮小と財政赤字の削減が図られてきた。しかし，それは単に経

済安定化に資するだけでなく，サプライサイド政策という観点から，民間

投資のクラウド・アウトを回避し，市場機構による効率的資源配分を通じ

て民間部門主導の経済成長を図る政策の一環としても位置付けられてい

る。だが，民間部門主導の経済成長という観点から見ると，工業政策と貿

易政策の方がより直接的である。

4．輸出主導型産業政策と貿易・資本自由化

構造調整プログラムにおいて，経済成長と国際収支の改善にとって最も

重要な位置を占めているのは貿易と資本の自由化政策である。貿易自由化

は，①関税改革，②非関税障壁の除去，そして③為替レートの弾力化から

なる。また資本自由化は，①為替統制の緩和，②外国資本投資規制と国内

投資規制の撤廃，③自由貿易ゾーンと外資導入政策から構成されている。

まず貿易自由化政策から見ると，第１に，１９８７年の工業政策委員会

(IPC）と関税委員会（PTC）の勧告に基づいて関税改革が実行に移され

た。８８年に，最高名目関税率は100％から６０％に引き下げられ，最低名

目関税率は０％から５％に引き上げられた。また９０年１１月には，幾つか

の品目を除いて最高名目関税率は５０％に引き下げられ，翌９１年１１月に

は，４つの関税帯に整理簡素化された。そして中期的には，最高関税率の

35％への引下げが目標とされている。これらの関税改革によって，平均関

税率は，８９年の18.6％から90年に15.6％，９１年には14.7％に低下して

きている。また茶・ゴム・ココナッツなどの伝統的輸出品に対する輸出税

の引下げも行われてきた。

第２に非関税障壁について見ると，まず89年１２月に，ほとんどの航路

において船舶規制が緩和されたため運賃は４０％下落し，９０年７月には

ＡｉｒＬａｎｋａの貨物独占が撤廃された。また輸入免許（1990年段階で約

250項目残る）と輸出免許（同年に１１項目残る）の段階的解消が継続ざ
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れている。さらに1990-91年から，未使用の割当て（quota）をなくすた

めに，衣料輸出業者の輸出割当制度（thequotaallocationsystem）を

改革し，輸入国との交渉枠の増加分をオークションにかえた。また輸入独

占は，石油と小麦を除いて除去する方向が追求されている。例えば米や

肥料については，補助金廃蕾止とともに，輸入や流通を扱うthePaddy

MarketingBoard，ＣＣＣ（Fertiliser）Ltd.，theCeylonFertiliser 

Corporationなどのリストラクチャリングや民営化が進められている。

第３に,こうした貿易自由化を基礎にして,為替レートが切り下げられ，

また９０年８月以降，市場指向的な為替レートの決定システムが導入され

ていった。すなわち中央銀行は，前日のインター・バンク利子率の加重平

均をベースにして，毎朝，為替レートを決定する（このレートでＵＳドル

のスポット売買に参加する）方式に改められた。そして中長期的には，そ

のレートは純公的準備と輸出競争力を維持するために切り下げる方向がと

られている｡とくに８９年後半から９０年にかけて,ルピーは，対ドル・レー

トで約16％切り下げられ，また90年末から９１年末にかけて約5.5％切り

下げられた。

その間，為替・資本の自由化も推進された。まず第１に，９０年には商

業銀行の外国為替の保有制限が緩和された。また９１年には，①1,000ＵＳ

ドル以下の輸入は，信用状（LetterofCredit）の必要性が免除され，

②輸出業者に対して，原料輸入のためにＦＣＢＵ（ForeignCurrency

BankingUnit）からの借入便宜が拡大され，③後払い条件での輸入信用

状を確保するために，為替統制認可の必要性は撤廃された。さらに外国投

資家の外国為替へのアクセスと本国送金規制を緩め，国内居住者の外貨預

金および外貨貸付が可能になるように，為替統制法の改正が準備されて

いる。

第２に，外国人投資家の投資規制の緩和がなされた。８８年には，すべ

ての国内投資を認可する地方投資諮問委員会（theLocallnvestment

AdvisoryCommittee）が廃止された。また８９年１１月には，外国人間
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で株式譲渡するのに100％課税さていたのが廃止され，９０年６月にはスリ

ランカ人と外国人の間の株式譲渡にかかる同様の税を廃止し，最大限４０

％までの株式所有が外国人にも認められた。

第３に，こうした一連の自由化措置は，輸出指向型開放経済への移行を

目指した工業化戦略へと集約されていった。８９年１２月に，工業省が，輸

出主導型経済発展戦略を主要目標とする新産業戦略（`AStrategyfor

lndustrializationinSriLanka')を発表した｡そして翌９０年１月には，

78年に設立された大コロンボ経済委員会(GCEOtheGreaterColombo

EconomicCommission）に加えて外国投資諮問委員会（ＦＩＡＣ：the

ForeignlnvestmentAdvisoryCommittee）が設立された。これら委

員会によって，外国投資の承認手続きが簡素化し，事前の承認なしに既存

企業の株式の４０％までを外国人が取得しうるようになった。またＧＣＥＣ

が承認したプロジェクトに対しては，減免税などの優遇措置が与えられ

た。さらに９０年１２月の工業促進法No.４６に基づいて，諸機関を調整す

る工業化委員会（thelndustrializaionCommission）が９１年１月に設

立され，同年６月には，新たに南部のKoggalaに第３の投資促進ゾーン

が設けられた。後述するように，これらの措置によって投資促進ゾーンを

中心として，外資導入による繊維。衣料産業の輸出は急速な伸びを見せ

ている。

5．インフレの昂進と政策的重点の移行

これまで構造調整プログラムの基本的枠組みについて見てきたが，プロ

グラムは必ずしも順調に進捗したわけではない。特に1990年半ばから，

構造調整プログラムは，その政策的重点を移し始めてゆく。経済成長率や

国際収支などのマクロ経済指標は順調に推移していたにもかかわらず，８９

年後半から９０年前半にかけて年率20％を上回る急激なインフレーション

に襲われたためである。このインフレーションは，湾岸戦争による石油価

格上昇の影響もあるが，構造調整プログラムの政策的結果としての側面が
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強い゜１つは，何よりも為替レート切下げ政策が輸入物価の上昇をもたら

した点である。しかし後述するように，世銀には，この為替レート切下げ

が一因であるとの指摘はあるものの，外資導入に基づく輸出主導型開放経

済化がスリランカ経済の輸入インフレ体質を強めているという認識はな

い。いま１つは，小麦・米・公共交通などの基礎的消費に対する補助金撤

廃がこれに重なった点である。

２０％を越えるインフレは，構造調整プログラムの基本的枠組みを危うく

する。まず第１に，為替レート切下げ政策は，輸入インフレをもたらすた

めに，かえって実質為替レートの引上げに帰結してしまう点である。事

実，構造調整プログラムが開始され，為替レート切下げが行われた８８年

以降，名目為替レートは下落傾向にあるものの実質為替レートはかえって

上昇している。ちなみに９０年は，名目実効為替レート（主要貿易相手国

の貿易加重名目為替レート）は13.4％切り下げられたが，実質実効為替

レート（主要貿易相手国とのインフレ率の違いで調整）は5.2％の切上げ

となっている。

第２に，２０％を越えるインフレ率は，銀行貸出利率や預金利率等の諸金

利を上回り，実質利子率をマイナスに転化させてしまった。このことは，

市場利子率の持つ資金配分機能の効率性が損なわれてしまったことを意味

する。スリランカ政府は，マネタリスト的政策を基本としつつもインフレ

抑制政策の－手段として利子率引上げも重視してきたが，もはや有効な手

段たりえないことを意味する。また高いインフレ率と名目利子率は産業的

投資に悪影響を与え，高インフレ下での実質利子率のマイナス化は，産業

的投資よりも不動産や住宅投資を増加させ，中長期的な経済成長に損失を

もたらしている。

こうした事態は，構造調整プログラムの重点を変化させ，インフレ抑制

に最も高い政策的プライオリティを与えることになってゆく。９１年にな

ると，構造改革（structuralreform）の重点は，

①公企業部門のリストラクチャリングと民営化の加速
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②政府予算の改革

③民間部門の投資と生産に対する直接的間接的拘束の除去

④金融セクターの改革

⑤対外貿易と支払システムの自由化

が掲げられるようになる。変化した点は，公企業民営化の加速が独立した

項目となり，第一番目に挙げられるようになった点であり，それまで「そ

の他の改革」に含まれていた金融セクターの改革が，同じく独立した点で

ある。

こうした政策重点の移行は，インフレと高利子率の原因に関する世銀の

認識と密接に関連している。すなわち第１に，政府赤字だけでなく公企業

の過大な信用必要額が，クラウディング・アウトをもたらしてインフレ率

と利子率を上昇させており，第２に，独占的な２大国有商業銀行と非効率

な公企業がもたれあって独占的金融制度の非効率を作り出しており，とり

わけ２大国有商業銀行が公企業の不良債務を抱えているために，利子率を

高めているという認識である。そのため９０年以降，公企業民営化は急速

に進展することになる。そして国有商業銀行と茶プランテーション公社と

いう最も大きな公企業の民営化が，政策の焦点として浮び上がってきたの

である。

９１年に入って，インフレ率昂進に対する対策としては，さしあたり緊

縮的通貨政策がとられた。まず第１に，１月４日にBankRateが15％か

ら１７％に引き上げられた。第２に，１月１１日に商業銀行の準備率を強化

する措置がとられた。準備率は10％から１３％に引き上げられ，大蔵省証

券が準備資産から除外された。第３に，中央銀行のリファイナンスの削減

と三度にわたる貸出利率の引上げ（１月，８月，１２月）が実施された。第

４に，大蔵省証券の公開市場操作の強化が図られた゜８月に大蔵省証券の

第１次市場における毎週のオークションから，政府に従属する基金（Na-

tionalSavingBank，Employee'ｓＰｒｏｖｉｄｅｎｔＦｕｎｄ，Employee'sTrust 

Fundなど）が除外された。これら基金は，より市場的な利率（公開オー
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クションでの加重平均利率）で大蔵省証券を引き受けることとなった。こ

うした政策措置に加えて，通貨政策の運営プロセスを改善するために，１

月に中央銀行と大蔵省のメンバーからなるFiscalandBudgetaryPoli-

cyReviewCommitteeとMonetaryPolicyReviewCommitteeが設

立され,続く５月には中央銀行銀行局内部にＭＯＵ(MonetaryOperation

Unit）が設置された。

これらの引締め措置もあって，９１年６月までにインフレ率は年率14％

まで下落した。しかし為替レートの切下げが比較的小幅であったにもかか

わらず，９１年第４四半期以降，再び信用が膨張し賃金と物価は上昇傾向

に入った。９２年に入って世銀は，こうした事態に対して，やはりクラウ

ディング・アウト論に立って公共部門の縮小を重点課題として掲げた。す

なわち第１に，財政赤字削減政策として，①公共部門の賃金抑制と年金計

画のリストラクチャリング，②福祉プログラムの一層の効率化とターゲッ

ト化をあげ，第２に，公企業民営化の促進，とりわけ国有銀行と茶プラン

テーション公社の民営化を重視したのである。さらに世銀は，構造改革に

おけるプライオリティの高い分野として，①金融機関，②外国直接投資の

環境，③労働立法，④道路・通信網などの工業的インフラストラクチュア

の整備をあげている。賃金上昇によるコスト・プッシュ論が新しく入って

きているが，ここでもクラウディング・アウト論から公企業民営化一と

りわけ国有商業銀行と茶プランテーション公社の民営化一が重視されて

いる。そして特に注目すべき点は，金融制度改革が最優先課題として浮上

してきたことである。

6．金融制度改革

金融制度の非効率の原因は次のように把握されている。まず第１の原因

は，セイロン銀行（BOOBankofCeylon）と人民銀行（ＰＢ:People'ｓ

Bank）の２大商業銀行が，粗金融資産の８割弱を占有しており，市場独

占が存在する点である。この独占は，国有銀行であることと密接に結び付
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いている。すなわち，

①公企業の預金を国有銀行に置かせようとする政府の圧力

②国有銀行預金に対する暗黙の政府保証（預金者の心理的リスクを軽

減する効果を持つ）

③私的銀行。外国銀行が集中している商業的。工業的大規模貸付に対

する選択的信用統制

④他の銀行には利用できない法的優位性（被用者の給与。給付の免税

措置，１８歳以上の預金者の成人扱い，裁判手続き抜きに債務不履行

者の資産差押えが可能なこと等）

などが，国有商業銀行に有利に作用しているからである。

第２は，政府の圧力による開発貸付や公企業への貸付によって，国有商

業銀行が巨額の不良債権を抱えている点である。貸付側も借入側も公共部

門であるために，コスト意識が弱く商業ペースを無視しているためであ

る。中央銀行は，ＢＯＣの５３％，ＰＢの２４％を損失貸付と分類し，ポート

フオリオ投資の約２０％が見通しのない（non-peforming）ものとしてい

る。またＩＤＡ（InternationalDevelopmentAssociation）の金融コン

サルタントの試算では，ＢＯＣの60％，ＰＢの５０％を見通しのない貸付と

し，リスク調整済資産の８％という国際的ガイドラインに到達するために

は，新資本79億ルピーが必要となるとしている。ちなみに90年時点にお

ける累積債務は，ＣＷＥが１２億2,400万ルピー，ＪＥＤＢ（theJanatha

EstateDevelopmentBoard）が６億1,000万ルピー，SLSPC（theSri

LankaStatePlantationCorporation）が２億3,700万ルピーになる。

また茶輸出が落ち込んだ91年には，政府の共同参加の下にMTIＰ（the

MediumTermlnvestmentProgramｍｅ）とＴＲＡＤ（theTeaReha-

bilitationandDiversificationProgramme)が組まれ,２大プランテー

ション公社に与えられていた商業銀行貸付が移転された。1991年末に移

転された額は,ＪEDBが14億8,200万ルピー,SLSPCが17億5,600万ル

ピー，計32億3,800万ルピーにのぼっている。
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第３に，国有商業銀行の行政コストは８４年の３７％から８９年の４１％

に上昇しており，国際的にみても高い水準にある点である。これが貸付金

利に上乗せされ,しかも，その間に利子マージン自体も上昇させている（同

期間に3.1％→４１％）ために，金利の割高が生じている。

国有商業銀行の経営効率の悪さは，

①政治的要素が入り込む経営文化（および年功序列的雇用』慣行による

保守性）

②政府からの自律性の欠如

③銀行会計と監査の弱点から来る金融シグナルの歪み（金融ポジショ

ンとパフォーマンスの過大評価）

④信用行政（特に貸付審査機能および回収機能）の欠陥

⑤高い労働費用

⑥非効率で過多な農村支店網

⑦開発貸付（低利子率による農村信用の非収益性）

などから生じている。また政府。中央銀行による銀行監査体制の弱さも指

摘されている。

第４は，株式・債券市場の未発達と政府系開発金融機関への依存から来

る長期資金市場の狹陰さである。８８年時点で，商業銀行の非金融私的部

門貸付総額に占める長期貸付（5年以上）の割合は，わずか20％を占め

るにすぎない。全国的な長期貸付総額の約５０％は，ＮＤＢ（National

DevelopmentBank)，ＤＦＣＣ（DevelopmentFinanceCorporationof 

Ceylon)，ＳＭＩＢ（StateMortgageandInvestmentBank）の政府金融

機関が占めており，また市場利子率に基づく政府長期債の発行がなく，公

開市場操作も行われていない。そのため長期利子率は低く，長期貸付は非

収益的となっており，産業への長期資金供給にとってネックとなって

いる。

以上のように，マーケット・リーダーの地位を占める２大商業銀行が，

公企業などの不良債権を大量に抱え，また経営効率が悪く運営コストが高
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いために，私的部門の資金需要をクラウド・アウトしてしまい，高い利子

率をもたらしていると認識されているのである。確かに外国銀行と私的銀

行の参入は,競争を強めサービスの改善に寄与しているが,全体としては，

国有銀行の高いマージンを利用して，市場占有率を高めるよりは高いマー

ジン率を維持するように動いている。そのため２大国有商業銀行（さらに

は不良債権をもたらしている公企業）のリストラクチャリングと民営化が，

構造改革の中心的課題となるのである。

では，具体的にどのような改革の方向が打ち出されているのか。第１

に,ＢＯＣとＰＢの不良債権の整理と資本再構成（Recapitalization）であ

る。まず政府から債券の形で新しい資本を入れ，政府はそれと交換する形

で，選択された不良貸付を買い取り，新たな臨時的清算機関（RACA

RestructuringandCollectionAgency）に移行する。しかし所有形態

を国有にしたままでは，商業ベースを無視した新しい開発貸付プログラム

を支援させようとする政治的圧力が働き，再び資本再構成の必要に迫られ

ることになる。そこで第２に，経営効率を強化し信用機能を改善するため

に，ＢＯＣは民営化し，ＰＢは商業化した政府管轄銀行に改組する。

第３に，非効率な政府金融機関を整理し，農村の信用ニーズを満たせる

ように改革する。まずＮＳＢの農村支店を閉鎖し段階的解消を図り，また

ＲＲＤＢ（RegionalRuralDevelopmentBank）も採算的に存立可能で

はないので拡大すべきではないとする。そして今後は，ＰＢの拡張型経

営を利用して「開発支店」を設立し，ＰＢを中心にして商業ベースに基づ

いた開発貸付活動を拡大させてゆく。

第４に，長期資金市場を育成するために，財政赤字の一層の削減を図る

ことによって,それまで政府短期債に縛られていた年金基金と保険会社の

資金を長期資金として解放し，同時に政府は，競争的利子率で５年１０年

満期の長期償を発行し,第２次市場を育成することによって，長期利子率

が市場的に決定されるようにして利子率構造の歪みを矯正する。

こうした金融改革プログラムの中でも，不良債権整理と民営化・商業化
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が最も重要なポイントをなしていることは言うまでもない。そしてこの金

融改革は，不良債権をもたらしている借入側一とりわけ２つの茶プラン

テーション公社一のリストラクチャリングおよび民営化問題と密接に連

関する構造となっている。ＪＥＤＢとSLSPCの民営化については，なお

不透明な部分が多いが，概ね次のような改革の方向が考えられている。す

なわち，①２大公社の負債の整理，②２２の公開会社（publiccompany）

に分割し，その下で私的経営会社（managementcompany）と経営契

約（５年ごとに更新）を結ぶ，③5Oあまりの価値のない農園は，ＪＥＤＢ

とSLSPCの管轄下に残す，④公社の販売・倉庫・肥料部門は，分離民営

化する，⑤その上で，中期的には２２の経営会社の民営化を進めてゆく，

というものである。

さて，これまで第２次構造調整プログラムの基本的骨格とその政策的重

点の移行について見てきたが，次に財政政策を中心にして，構造調整の実

態について検討しておかねばならない。構造調整プログラムを評価するた

めには，それが，スリランカの経済社会構造と緊張関係をはらみつつ，い

かなる問題点を抱えているかを明らかにせねばならないからである。

Ⅲ財政政策とそのパフォーマンス

1．公共支出削減政策の効果

構造調整プログラムは，1989年度90年度と財政収支の改善をもたらし

てきたが，９１年度に入って再びパフォーマンスに陰りが見え始めてきた。

このことは，構造調整プログラムに基づく公共支出削減政策に一定の限界

があり，少なくとも短期的には成果をあげえていないことを示唆してい

る。まず表１から，この間の財政の全体的動向を見てみよう。第１に，対

ＧＤＰ比で見ると，歳入・歳出ともに８９年度をピークに減少しているが，

91年度になっても歳入は減少傾向が続いている一方，歳出の方は再び増

加に転じた。この結果，減少傾向にあった財政赤字の対ＧＤＰ比は，９１
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表１政府財政状況1987-1992年

(100万ルピー）

１９９２ 

予算

93,720 

76,575 

8,425 

8,720 

124,010 

84,327 

34,475 

5,208 

30,290 

19,329 

9,497 

０ 

０ 

9,497 

歳入総額(援助含む）

税収

税外収入

援助

歳出総額

経常支出

資本支出

政府純貸付

予算赤字（援助後）

外国借入

国内借入

非市場借入

銀行借入

非銀行借入

84,049 

68,157 

8,022 

7,870 

46,822 

35,119 

7,026 

4,677 

48,337 

35,946 

5,803 

6,588 

60,386 

47,513 

6,466 

6,407 

74,661 

61,206 

6,758 

6,697 

63,894 

39,560 

22,816 

１，５１８ 

76,532 

46,132 

22,878 

7,522 

82,164 

56,884 

20,750 

4,530 

99,814 

71,771 

19,161 

8,882 

119,527 

83,756 

25,968 

9,803 

17,072 

5,716 

11,356 

１，４１５ 

3,541 

6,400 

21,778 

5,926 

12,373 

1,822 

-3,286 

１３，８３７ 

25,153 

11,644 

16,986 

3,538 

374 

13,074 

35,478 

19,883 

16,149 

1,667 

-876 

15,358 

28,195 

7,128 

21,065 

1,685 

10,153 

9,227 

対ＧＤＰ比（％）

歳入総額

税収

援助

歳出総額

経常支出

資本支出

政府純貸付

予算赤字（援助後）

外国借入

国内借入

巫
川
川
一
川
川
畑
ｕ
ｌ
Ｍ
仰
皿

32.5 

20.1 

11.6 

０．８ 

32.6 

22.6 

８．２ 

１．８ 

31.1 

22.4 

６．０ 

２．８ 

31.9 

22.3 

６．９ 

２．６ 

34.5 

20.8 

10.3 

３．４ 

出所：CentralBankofSriLanka,A7muaZReportI99I,ｐ､117より作成

年度に入って再び1.7％増加して，第２次構造調整プログラムが本格的に

実施された８９年度の水準を越えてしまった。

第２に，この間の歳出の動向を見ると，資本支出は急速に減少している

のに対して，経常支出と政府貸付の削減が思うように進んでいないことを
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示している｡他方,外国借入が急増しており，その大半が低金利のプロジェ

クト・ローンであることを勘案すると，ますます外国援助に依存しなが

ら，それによって資本支出を削減できた分だけしか歳出を削れなかった勘

定になる。このことは，構造調整プログラムに基づく公共支出削減政策の

脆弱性を示していると言ってよい。しかもその資本支出の削減も，９１年

度には対ＧＤＰ比で約１ポイント上昇し，政府純貸付とあわせても8.8％

から9.5％に上昇している。中央交通局（CTB）などを中心とした公企業

のリストラクチャリングのために，「一時的」費用だけでも５５億ルピー

(対ＧＤＰ比で約1.5％）にも上ったからである。このことは，今後，構造

調整プログラムにしたがって，公企業民営化が収益性の低い部門にまで及

ぶようになれば，少なくとも中期的には即効的な支出削減効果が期待でき

ないことを暗示している。

次に公共支出削減政策の効果をより詳しく見るために，表２と表３を見

てみよう。まず第１に，この間の行政改革が一定の成果をあげ，民政費は

89年度の６７億8,600万ルピーから９１年度の５６億1,200万ルピーにまで

低下した。そのため表２から解るように，民政費は急速に比重を落として

いる。また，その点は，表３でも９０年度以降の賃金・給与の比重低下

となって表れている。しかし９０年度に４万人の公務員退職者があったに

もかかわらず給与支払総額が１４％増加したのは，１人当たり毎月200～

300ルピーの生活手当の増加と陸軍の拡大があったからである。しかも行

政改革にもかかわらず物件費が上昇したのも，軍装備の拡大が貢献してい

る。表２が示すように，この間，防衛費が急速に比重を高めており，行政

改革による支出削減効果が減殺されていることに注意しておかねばならな

い｡国防費は費消的でかつ財政赤字を拡大させるだけでなく，武器輸入に

伴って貿易収支も悪化させてしまうからである。しかし現在のところ，こ

の国防費の増加は聖域化されているといってよい。

第２に，社会サービス支出について見ると，８７年度には129億2,700

万ルピーであったのが９１年度には３１５億9,400万ルピーへと倍以上に膨
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表２歳出構成比（機能的分類）の推移 (％） 

１９９２ 

(予算）

100.0 

２５．２ 

８．８ 

１２．０ 

４．４ 

３６．８ 

１０．５ 

５．０ 

１９．９ 

０．０ 

１．４ 

４．６ 

１．１ 

０．１ 

０．５ 

０．２ 

１．５ 

０．４ 

０．８ 

３１．０ 

100.0 

７．８ 

５．９ 

１．８ 

１４．５ 

８．０ 

３．６ 

０．１ 

２．５ 

０．４ 

７６．４ 

２３．１ 

６．８ 

０．４ 

０．４ 

１８．２ 

２６７ 

１０ 

６．５ 

１．３ 

１００．０１００．０１０００１００．０１００．０ 経常支出合計

①一般公共サービス支出小計
民政費

防衛費

公共秩序・安全

②社会サービス支出小計

教育費

衛生費
福祉費

住宅費

コミュニティ・サービス

③経済サービス支出小計
農業・潅概

漁業

製造業・鉱業

エネルギー・水道

交通・通信

貿易・商業

その他

④利子費

資本支出合計

①一般公共サービス支出小計
民政費

公共秩序・安全

②社会サービス支出小計
教育費

衛生費

福祉費

住宅費

コミュニティ・サービス

③経済サービス支出小計
農業・潅概

（内マハヴェリ計画）

漁業

製造業・鉱業

エネルギー・水道

交通・通信

貿易・商業

その他

④その他支出小計

７
８
１
４
０
３
 

●
●
●
●
●
●
 

２
０
６
５
０
０
 

３
１
１
 

８
６
３
５
０
４
 

０
０
０
●
●
●
 

３
１
５
６
０
０
 

３
１
１
 

１
６
９
１
０
４
 

●
●
■
●
●
●
 

５
１
５
７
０
０
 

３
１
１
 

１
９
１
７
０
４
 

●
●
●
●
●
●
 

４
１
５
６
０
０
 

３
１
１
 

７
５
９
０
０
３
 

●
●
●
●
●
●
 

７
９
４
３
０
０
 

３
 

２
 

０
８
１
４
２
０
７
８
 

●
●
●
●
●
●
●
●
 

８
２
０
０
０
３
０
０
 

１
１
１
４
２
５
７
２
 

●
●
●
●
●
□
●
●
 

９
３
０
０
０
３
０
１
 

０
７
１
７
７
０
７
１
 

●
●
●
●
●
●
●
■
 

８
１
０
０
０
２
１
１
 

２
４
１
３
５
６
２
１
 

●
●
●
●
●
０
０
●
 

７
１
０
０
０
３
０
１
 

７
１
１
３
８
５
２
７
 

●
●
●
●
●
●
●
●
 

８
１
０
０
０
５
０
０
 

２５．７２７．３２５．２２８．８２６．４ 

１００．０ 100.0 １００．０ １００．０ 100.0 

３
５
８
２
９
９
 

●
●
●
●
■
●
 

１
３
３
０
１
１
 

１
 

４
６
４
０
１
３
 

●
●
●
●
●
●
 

１
３
５
０
２
０
 

１
 

８
７
７
０
０
３
 

●
Ｄ
Ｂ
●
●
●
 

３
５
４
０
３
０
 

１
 

３
９
８
１
９
６
 

●
●
●
●
●
●
 

１
３
４
０
１
０
 

１
 

０
６
４
０
６
４
 

●
●
●
●
●
●
 

９
３
３
０
１
０
 

llljllllllliL 

２
３
３
５
２
５
４
４
８
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

７
３
２
０
１
９
２
０
９
 

７
２
１
 

１
２
 

７
６
３
１
８
７
０
２
４
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

３
９
９
１
１
７
５
０
８
 

７
１
 

１
２
 

６
５
８
５
４
３
１
８
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

１
９
６
０
０
４
６
０
０
 

７
１
 

２
１
１
 

９
４
３
４
５
０
８
７
０
 

●
Ｂ
●
●
●
●
●
●
●
 

９
８
７
０
０
９
２
０
８
 

７
１
 

１
３
 

出所：CentralBankofSriLanka,。p・Cit.,Ｐｌ２７より作成
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表３歳出構成比（経済的分類）の推移

ｊ
 

町
％
１
く

ｊ
０
１
０
０
０
４
６
０
３
５
０
３
２
０
１
０
９
９
０
６
９
４
１
７
 

朋
算
０
３
３
０
Ｌ
爪
Ｌ
２
Ｌ
２
５
５
８
０
４
０
２
０
０
５
１
３
５
０

０
５
５
２
２
 

１
 

岨
予
、
４
２
２
３
２

２
 

１
 

く

経常支出合計

①財・サービスへの支出

給与・賃金

その他の財・サービス

②利子支払

③経常移転および補助金

１．公社

２．公共機関

３．その他政府

４．世帯およびその他部門

食料スタンプなど

ジャナサヴィア

年金

肥料補助金

その他

資本支出合計

①実物資産の取得

②資本移転

１．公社

２．公共機関

３．その他政府

４．海外

③政府純貸付

内）前貸勘定

０
５
５
０
４
２
４
７
３
８
８
１
５
０
４
 

●
●
●
●
●
Ｂ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

０
２
１
１
６
１
２
１
１
５
４
４
０
０
６
 

０
４
２
２
２
３
 

２
 

１
 

１
 

０
７
２
４
７
６
０
３
５
８
２
０
２
３
２
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
 

０
６
０
６
５
７
３
２
１
０
４
０
８
１
７
 

０
４
２
２
２
２
 

２
 

１
 

０
８
７
１
３
９
１
０
０
８
１
０
９
３
５
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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出所：CentalBankofSriLanka,Ｏｐ・Ｃｉｔ.，Ｐｌ２４より作成

らみ，経常支出総額に占める比率も32.7％から37.8％に上昇している。

表２が示すように，衛生費の着実な比重低下と９１年度に入ってからの教

育費の低下があるにもかかわらず，福祉費の比重の上昇傾向によって打ち

消される形となっているからである。事実，福祉費は，同期間に約６１億

ルピーから１９２億6,600万ルピーへと３倍以上になっている。この点を，

表３を使って詳しく見てみよう。経常移転支出と補助金の項目から福祉費

の内訳を見ると，まずプレマサダ政権の誕生とともにジャナサヴィア計画
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と無料学校給食制度が導入されたことが，中期的には福祉費を押し上げて

いることがわかる。また食料スタンプも９０年度までは急速に増加して

いる。

しかし後述するように，構造調整政策に基づいて，９１年度に，①食料

スタンプ受給資格者調査を実施し，受給世帯数は約127万から約８９万に

削減され（約30％減)，②また食料スタンプとジャナサヴィアの受給資格

条件を，前者の条件（月収700ルピー以下）に揃えることによって，重複

支給を排除するとともにターゲット化を図った゜これらの措置によって，

91年度には両者の支出合計額は減少し，比重も低下した。この点では，

構造調整プログラムが一定の支出削減効果をあげていることがわかる。し

かし行政改革による公務員削減に伴って，９１年度には年金支出額が予算

見積額の倍近くに膨張してしまい，また教科書の無償化あるいは公的扶助

といったその他プログラム支出も増加している。しかも民族紛争（91年

８月末までに４０万世帯に影響）に伴う避難者への支出２６億ルピーが加

わった。これらのために，社会サービス支出を全体的に見ると９１年度の

福祉費は支出絶対額，比重ともに急速に増加する結果となったのである。

行政改革と福祉支出サービスの効率化・ターゲット化が構造調整プログ

ラムの中で一貫して追求されてきたことは前述の通りであるが，福祉費の

動向を見るかぎり，その支出削減には限界があり，またある支出削減が別

の支出増加をもたらすというように玉突き現象を引き起こす可能性がある

ことを示唆している。例えば行政改革が退職金や年金支払を増加させるた

め，今度は年金計画のリストラクチャリングが政策的課題として浮び上

がってくるが，年金受給条件の厳格化は，行政改革の進捗に障害をもたら

すか，別の福祉支出の増加を招いてゆく可能性をもたらす。そこで福祉支

出サービスの効率化・ターゲット化を一層進めれば，民族紛争の原因を作

り出すために，国防費や治安維持費の増大を招くかもしれない。このこと

は,肥料補助金の廃止にも当てはまる。施肥の減少は，２～3年後に生産性

低下となって現れ，農産物の自由化とあいまって農家所得の減少をもたら
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すかもしれない。その場合は，福祉支出サービスの増加をもたらすであ

ろう。

第３に，資本支出は全体的に比重を低下させているが，中でも農業・灌

概（とりわけマハヴェリ計画）が比重を低下させ，また公企業への資本移

転（capitaltransfer）の減少を反映して製造業への移転支出も比重を落

としている。他方，産業インフラ整備という観点から交通・通信が絶対

額・比重ともに増加し，またエネルギー・水道はコンスタントな動きを示

している（表２)。これらの動向は，構造調整プログラムの政策方針にほ

ぼ沿ったものであると言えよう。だが，農業プロジェクトの削減の当否は

別にしても，前述のように公共支出削減政策の下で，公共投資を中心に，

ますます外国援助や借入れに依存せねばならなくなっている点に注意して

おかねばならない。このことは，予算編成過程（BudgetCycle）と財政

民主主義の問題と深くかかわってくるからである。

図１は，スリランカにおける予算編成過程の概略図である。まず計画省

段階での政策枠組み(policyframework)が予算案作成の出発点となる。

そして大蔵省の積算の前段階である国家計画局の事務次官会議（Sectoral

Committee）において，外国借款に基づく公共投資計画（ＰＩＰ）がカウ

ントされ，予算案の全体的枠組みができ上がる。この段階において，各省

のプライオリティに基づきつつも，どのプログラムが優先ざれ延期される

かが決定されてしまう。プログラムがますます外国借款に依存し，かつ変

更可能性をもつ世銀の構造調整プログラムの政策的決定に従わねばならな

いために，実施が見送られたプログラムが次年度に必ずしも優先順位１位

となって実施されるとは限らない。そのために予算編成過程において，事

務次官会議が決定的権限を握っており，閣議は追認あるいは微調整のため

の機関となってしまっている。しかも現在，計画省次官，大蔵省次官，次

官会議議長は同一人物が兼任しており，さらに構造調整プログラムの重要

施策を立案するTaxReformCommission，TariffCommission，Fi-

nanceCommissionなどの議会委員会も，この次官の下にいる大蔵省事
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DepartmentandotherGovernment 

Levelsandlnstitutions 

＊プログラムとプロジェクトの作成

MinistryofPolicyPlanning 

＊政策の決定前
年
の
第
１

Ministries 

＊プログラムとプロジェクトの検討

と提出

２
四
半
期

NationalPlanningDepartment 

＊次官会議における討議と公共

ExternalResourcesDepartment 

ofTreasury 

＊外国援助の交渉投資計画(ＰＩＰ)の作成

Treasury＊予算案のための請求

１
１
 

第
３
四
半
期
第
４
四
半
期

TreasuryBudgetDivision 

＊各省庁・部局と協議しつつ支出
を見積もる
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＊各省庁・部局および中央銀行と
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Cabinet＊予算案の検討と承認

FinanceMinister＊議会に予算案を提出

Parliament＊予算案の討議と予算の承認

FinanceMinister ＊支出の裁可

iii 
TreasuryFiscalPolicyDivision 

＊歳入のモニター

Treasl 

＊歳入

TreasuryBudgetDivision＆ 

PUblicEnterprisesDivision 

＊歳出のモニター

ItDivision＆ 

sesDivision 

Ministries,Departments，OtherLevelsofGovernment， 

Governmentlnstitutions 

＊予算の執行

出所:Treasury,BudgetDivision資料より作成

図１スリランカの予算編成過程（BudgetCycle）概略図

務次官補が中心となって組織されている。特定官僚への一層の権限集中が

起きていると言ってよい。

通常，多くの国々では官僚が自己利益最大化行動をとるために，予算編

成は増分主義になりやすく経費膨張を招きやすいが，構造調整政策に基づ

く公共支出削減政策の下では，各省庁の利害調整に手間取ったり各省庁間
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で妥協せねばならないといった事態は回避されねばならないからである。

こうしたシステムは，世銀の構造調整プログラムを実施させてゆくという

点では非常に都合がよいが，長い歴史と建前とは裏腹に議会制民主主義の

｢空洞化」を進行させる側面を持っている。世銀の自由化・市場経済化の

政策が，かえって官僚機構（わけても事務次官レベル）の権限集中と強大

化をもたらしている点は皮肉である。

2．財政赤字のファイナンス

次に財政赤字とそのファイナンスの特徴を見てみよう。表１は，構造調

整プログラム実施以降，外国援助（grant）は対ＧＤＰ比でほぼ安定的に

推移しているが，外国借入れの急増によって国内借入れが抑制されている

ことを示している。このことは公債残高において外国債残高の比重が伸び

ていることにも表れている（表４)。スリランカにおける高金利を勘案す

ると，外国借入れの増加は，それが相対的に低金利なために経常支出の利

子費を抑制する効果を持っている。事実，内国債の利子支払額は，後述す

るように高金利の大蔵省証券が大量に発行されるようになったために，

1988年度の約９７億ルピーから９１年度には約180億ルピーヘと倍増して

表４公債残高の構成1987-91年

（100万ルピー）

１９８７１９８８１９８９１９９０ 1991 

366,697 

214,579 

（58.5） 

152,118 

（41.5） 

公債残高総額

外国債残高

（％） 

内国債残高

（％） 

内国債残高期間別構成

短期債残高

（％） 

中長期債残高

（％） 

191,440 

112,441 

（58.7） 

78,999 

（41.3） 

224,253 

125,657 

（56.0） 

９８，５９６ 

（44.0） 

273,860 

156,298 

（57.1） 

117,562 

（42.9） 

310,779 

176,883 

（56.9） 

133,896 

（43.1） 

33,850 

(42.8） 

45,149 

(57.2） 

63,146 

(53.7） 

54,417 

(46.3） 

74,376 

(55.5） 

59,413 

(44.4） 

84,503 

(55.6） 

67,615 

(44.4） 

48,626 

(49.3） 

49,970 

(50.7） 

出所：CentralBankofSriLanka,AnnuaZReportI991,ｐ､129より作成
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いるが，外国債の利子支払額は，借入額自体が急増しているにもかかわら

ず同期間に約29億ルピーから約41億ルピーに伸びているにすぎない。こ

こでも公共支出削減政策の外国借款依存が表れている。

次に内国債残高を期間別構成で見ると，構造調整政策が実施されて以

降，１年未満の短期債の発行が急速に増えて，１年以上の中長期債の割合

を大きく上回るようになった（表4)。先述したようにスリランカ政府が，

①大蔵省証券＝短期債の頻繁な発行に基づく現金管理（CashManage-

ment）の改善によって歳出膨張圧力を抑え，さらに，②オークション形

式による大蔵省証券の発行＝市中消化と公開市場操作を強めようとしたた

めである。その目的は，第１に，利子率統制・信用シーリング・預金マー

ジン・選択的信用統制といった直接的信用統制に代えて，より市場指向的

で間接的な通貨コントロール手段を強化することであり，第２に，より直

接的には，中央銀行の政府貸付や公債の中央銀行引受けによる通貨供給量

の増加圧力（インフレ圧力）を抑えるためである。

こうした目的に照しあわせて見ると，大蔵省証券の市中消化が，〈中央

銀行における政府信用の拡大→通貨供給量の増加＞という連鎖を縮小する

のに貢献していると言ってよい。表５を見てもわかるように，この間，中

央銀行の大蔵省証券保有割合は減少傾向にあり，ＮＳＢ，ＢＰＦ,ＥＴＦなど

の非銀行部門の保有割合が急速に増大している。その比率は，８７年末に

表５大蔵省証券残高の機関別保有

(100万ルピー）

１９８７１９８８１９８９１９９０ 1991 

35,032 

(48.0） 

9,239 

(12.7） 

28,697 

(39.3） 

72,968 

中央銀行

（％） 

商業銀行

（％） 

非銀行部門

（％） 

大蔵省証券残高

22,288 

(74.7） 

3,365 

(11.3） 

4,197 

(14.1） 

33,270 

(76.1） 

3,525 

（8.1） 

6,906 

(15.8） 

34,096 

(59.6） 

6,282 

(11.0） 

16,866 

(29.5） 

30,654 

(45.1） 

10,604 

(15.6） 

26,710 

(39.3） 

２９８５０４３７００５７２４６６７９６８ 

出所：I6Zd・より作成
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表６ルピー債残高の機関別保有（100万ルピー）

１９８７１９８８１９８９１９９０ 1991 

１１ 

(0.02） 

４１４ 

（0.6） 

65,559 

(98.1） 

８４０ 

（1.3） 

66,824 

中央銀行

（％） 

商業銀行

（％） 

非銀行部門

（％） 

減債基金

（％） 

ルピー債残高

３６ 

（0.1） 

８４５ 

（1.9） 

39,602 

(88.1） 

4,475 

(10.0） 

３２ 

（0.1） 

５９４ 

（1.2） 

46,339 

(93.1） 

2,832 

（5.7） 

２７ 

(0.04） 

５６６ 

（1.0） 

51,335 

(94.7） 

2,289 

（4.2） 

１８ 

(0.03） 

５６５ 

（1.0） 

52,433 

(95.9） 

1,662 

（3.0） 

４４９５８４９７９７５４２１７５４６７７ 

出所：LZd，ｐｌ２９より作成

は14.1％であったが，９１年末には約39.3％に増加している。しかも，表

6が示すように，これらの基金はルピー債の大部分も保有している（表

6)。これらを反映して，８９年度以降，政府の国内借入れのうち，銀行借

入れ（特に中央銀行の準備貨幣に占める政府信用）の割合は急激に減少

し，非銀行部門からの借入れが圧倒的部分を占めるようになってきている

(表１)。この限りでは，構造調整プログラムは，当初の目的を一定果たし

ていると言ってよい。

では大蔵省証券の発行形式は，どのようなものであろうか。まず大蔵省

証券の毎週入札制度が導入されたのは，1986年１２月のことである。それ

以前は，発行は不定期であった。この毎週入札制度では，大蔵省証券入札

委員会（theTreasuryBillTenderCommittee）が，各入札で受けた

付け値を評価し，準備貨幣（reservemoney）と利子率の目標値を考慮

に入れつつ，望ましいと考えられる水準の範囲内で付け値を認める。残余

は中央銀行が引き受け，オークションに適用可能な利率が公表される。そ

の利率は，売却された大蔵省証券のストック全体の平均利子率である。さ

らに遠方の投資家のためにTapSystemが適用される。このシステムの

下では，その週のオークションの加重平均利子率で，翌週のオークション

から大蔵省証券が売却されることになる。
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大蔵省証券の需要見通しを行うために，８７年に中央銀行内部に大蔵省

証券予測委員会（theTreasuryBillForecastingCommittee）が設置

された。また，その後，大蔵省証券市場の拡大とともに，従来，大蔵省証

券は３ヵ月満期一種であったのが,満期構成の多様化のために３ヵ月,６カ

月，１２ヵ月の３種類が発行されるようになった。しかし前述したように，

ＮＳＢＥＰＦ，ＥＴＦなどの政府に従属する資金源（captivesource）の購

入比率がますます高まっていったために，大蔵省証券の利率をより市場的

な利子率とするための改革が行われた。すなわち９１年８月に，NSB，

BPF，ＢＴＦなどの非銀行部門を大蔵省証券の第１次市場における毎週の

オークションから除外し，これら基金は，より市場的な利率（公開オーク

ションでの加重平均利率）で大蔵省証券を引き受けることにしたのである。

さらに公開市場操作の有効性を高めるために，中央銀行は大蔵省証券の

割引率と再割引率の開きを５％から２％に縮小し，第２次市場の拡大を促

した。その結果，第２次市場における中央銀行の年売却額は，９０年の６７７

億ルピーから９１年の804億ルピーに増加し，年購入額も２１１億ルピーか

ら367億ルピーに増えた。こうした措置によって，大蔵省証券の利率が市

場利子率に敏感に反応するようにし，市場の短期流動性の効率的運用を促

進するとともに，市場を通じた通貨コントロールの有効性を高めようと

したのである。

しかし大蔵省証券の公開市場操作に問題がないわけではない。まず第１

に，もともと政府信用による通貨増発とクラウディング・アウトの回避が

目的であったが，大量に残高が累積してゆく下で，一層多額の大蔵省証券

を売却してゆくことは，短期金融市場を圧迫し利子率の上昇圧力を作り出

してゆく。純粋に市場ベースで売却を重ねてゆけば，入札価格は下落し利

回りは高まってゆくのが自然である。もし純粋に市場ベースにまかせて高

金利の発行を続けるならば，金利上昇圧力を作り出すだけでなく，利子費

を膨張させ－層の財政赤字要因を作り出すという悪循環に陥ってしまう。

結局，政府のコントロールの効く非銀行部門に吸収させるしかないという
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のが実態であろう。

第２に，スリランカのインター・バンク市場は薄く，コール・マネー市

場に限られているが，コール・マネー市場は２大国立商業銀行が独占的貸

手で私的銀行と外国銀行支店が主な借手となっている。そのため貸付利子

率は下方硬直的で変動幅が大きく，満期が３ヵ月以上で取引が毎週に限ら

れている大蔵省証券市場との間では，仲介コストが高くつくことになって

しまう。さらに貿易と為替の自由化で為替取引が自由になると，商業銀行

はそうした変動的な短期資金需要を増加させてゆく。しかも後述するよう

に，インフレ率が高く為替レートが割高になっている状況のもとでは，一

層そうした傾向は強まる。こうした背景の下では，商業銀行の大蔵省証券

保有が減少し，大蔵省証券利率と他の諸金利の動きが連動しなくなるのは

当然である。当初，商業銀行による大蔵省証券の購入が進んだものの，そ

の後再び減少に転じ，結局は，政府の管轄下にある非銀行部門と中央銀行

が大半の大蔵省証券を保有しているのが現状である。こうした状況の下で

は，公開市場操作による短期流動性のコントロール機能は極めて限定的に

ならざるをえないであろう。むしろ中長期的な産業戦略を立ててゆく上で

は，年金基金や保険会社の資金を短期債に縛りつけ，これらの資金源から

の長期資金供給を妨げているという側面が問題となろう。もともと政府の

中長期債を引き受けてきたＢＰＦなどを除けば，これら非銀行部門が絶え

ず大蔵省証券の引受けに縛られるようになると，産業戦略にそった長期資

金供給を担うべき制度金融の可能性は奪われてゆく（日本の財政投融資を

想起せよ)。そして中央銀行自身が，リファイナンスや中小企業向け低利

融資を担うといった不健全な状態を生み出していると考えられる。

第３に，前述したように，財政赤字と利子費の抑制という観点から見る

と，大蔵省証券の高金利が利子費を押し上げ，外国債がそれを抑制してい

る形になっているが，通貨供給量のコントロールという観点から見直す

と，非銀行部門による大蔵省証券の吸収が政府信用による通貨膨張圧力を

抑えているが，外国借款の増加は準備通貨を増加させ通貨膨張の潜在的圧
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力を作り出す形となっている。一種のジレンマである。

さて，これまで財政の動きを全体的に見てきたが，次に歳入と歳出につ

いて，いま少し詳しく検討してゆこう。

Ⅳ税制改革と税収動向

1．租税構造と税制改革

歳入面では税制改革が構造調整プログラムの１つの重要なポイントであ

る。税制改革の検討に入る前に，表７からスリランカの租税構造の特徴を

見てみよう。まず税収構成比から見ると，スリランカの税制は圧倒的に間

接税中心であることがわかる。1991年度時点で見て，売上税が32.5％，

表７税収構成比の推移 (％） 

1992 

予算

１２．４ 

４．８ 

７．６ 

３．９ 

３．２ 

①所得税

内）個人所得税

法人所得税

②財産税

③中央銀行保有大蔵省証

券に対する課税

④一般売上税・取引高税

内）製造業

非製造業

輪人

⑤消費税

内）酒

タバコ

⑥免許税

⑦関税

内）輸入関税

輸出税

税収総額

1０．８ 

４．６ 

６．２ 

５．７ 

４．９ 

12.0 

４．８ 

７．２ 

５．１ 

４．３ 

14.3 

５．２ 

９．１ 

５．２ 

４．５ 

1４．０ 

４．５ 

９．５ 

４．５ 

０．０ 

９
１
９
９
０
 

●
●
●
●
●
 

２
４
８
４
０
 

１
 

２
５
９
８
４
７
７
０
９
５
５
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

０
０
６
２
３
４
８
１
６
１
５
 

３
１
 

１
１
 

３
３
 

９
５
３
１
２
１
１
８
７
４
３
 

●
●
●
●
●
●
、
●
●
●
●

０
９
６
５
２
４
８
０
４
１
３
 

３
 

１
１
 

３
３
 

２
１
１
０
３
３
９
５
６
４
２
 

●
●
●
０
●
●
●
●
●
●
●
 

３
１
６
６
３
４
８
０
１
７
４
 

３
１
 

１
１
 

３
２
 

５
７
４
４
５
６
１
１
０
３
７
 

●
Ｂ
■
●
●
●
●
●
●
●
●
 

２
１
４
５
５
４
０
０
９
７
１
 

３
１
 

１
１
 

１
 

２
２
 

２
６
３
３
７
５
３
０
７
５
２
 
０
 

４
３
４
６
５
４
０
０
０
８
２
 
０
 

３
１
 

３
２
 

０
 

３
０
４
８
３
９
４
８
８
７
１
 

●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

４
０
９
４
２
４
７
０
４
９
５
 

３
１
 

１
１
 

３
２
 

出所：CentralBankofSriLanka,Ａ刀冗LLaZReportIMより作成
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関税が29％，酒・タバコなどの消費税が15.5％を占め，これら３税で全

体の７７％を占めている。

しかし３税の比重には変動が見られる。まず関税改革によって関税の比

重が低下し，それをカヴァーする形で，消費税と輸入品（輸入業者）に対

する売上税の比重が高まっている。先述したように貿易自由化政策に基づ

いて，輸入関税は，８８年に最高名目関税率が100％から６０％に引き下げ

られ，９０年１１月には，幾つかの品目を除いて最高名目関税率は50％に引

き下げられ，翌９１年１１月には，４つの関税帯に整理簡素化された。これ

に対して逆進性を緩和しつつ関税収入の減少を補うために，タバコと酒に

かかる消費税の税率が引き上げられ，新しい消費税も導入された。タバコ

に関しては，９０年に１ｋｇ当たり２５０ルピーの引上げ，９１年半ばには紙

巻きタバコについて０．１５ルピー，同年１１月には0.1ルピー増税された。

酒については，９０年に蒸留酒１ボトル当たり５ルピー，ビール１ボトル

当たり２．２５ルピーの引上げがなされ，９０年末と９１年半ばにはボトル当

たり５ルピーの特別賦課がなされた。さらに新消費税導入によって90年

度に5,200万ルピー，９１年度に５億8,700万ルピーの増収があった。

しかし低下傾向にあった所得税が，９０年度以降，景気の拡大とインフ

レーションに伴う名目所得の上昇によって，再び比重が高まっていること

にも注目しておかねばならない。関税改革とともに，この所得税改革が税

制改革の中心となっているからである。

構造調整プログラムでは，税制改革は次のように位置付けられている。

まず税制改革の原則として，８９年段階では，課税ベースの拡大，弾力性

の改善，逆進性の緩和の３つがあげられ，翌90年には，複雑化した租税

特別措置(減免税)の整理を目指す簡素化が付け加えられた。具体的には，

①売上税（BusinessTurnoverTax）を付加価値税に転換する

②現在課税を免れている個人や機関に所得税を課税し，所得税のカ

ヴァリッジを拡大する

③関税引下げを選択的商品への消費税課税でカヴァーする
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④罰則と訴訟制度の改善

などの施策があげられた。その後，９０年１１月に税制委員会報告が出たこ

とを受けて，９１年段階では，税制の効率I性，弾力性，簡素化と税収中立

的改革が原則としてあげられ，

①直接税・間接税両方の課税ベースの拡大

②所得税の限界税率の削減

③税控除制度の見直し

④税務行政の効率化（コンピュータリゼーション，関税局（Cus-

tomsAdministration）と内国歳入局（InlandRevenueDepart-

ment）の情報交換と納税者番号制，売上税の整合的システムの確立）

が具体的課題としてあげられた。

では９０年税制委員会報告では，改革の基本的方向性はどのように考え

られているのであろうか。９０年報告書は，税制改革の世界的潮流とりわ

けアジアＮＩＣＳ諸国（韓国・台湾・シンガポール・香港など）の税制改

革の流れを意識しつつ，途上国には２つのタイプの税制があるとする。１

つは，韓国・台湾・シンガポールの発展段階の初期にとられた広範な期限

付き免税（taxholiday)，選択的減免税と高税率という組合わせであり，

いま１つは，香港がとった税制，すなわち租税特別措置による市場的資源

配分の歪みを抑え，広い課税ベースと低税率の組合わせからなる簡素で中

立的な税制である。しかし韓国・台湾・シンガポールさらにはインドネシ

アを含めて，最近の改革は後者に移行しつつあり，スリランカもこうした

改革を継続し，低税率・中立・簡素の税制をめざすべきであるとして

いる。

しかし報告書は，スリランカでは急激な改革は回避すべきであるとし，

漸進的改革を主張している。１つは，過去の支出税（ExpenditureTax）

の失敗を含めて税体系の頻繁な改変は，税制への信頼性を損なうからであ

り，いま１つは，現行のスリランカの税体系は基本的に健全であるという

認識があるからである。世界的には課税ベースの所得から消費への移行の
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動きがあるが，スリランカの租税構造は，すでに税収の４分の３が間接税

であり，租税構造の手直しの余地は限定されている。結局，中長期的に

は，所得税の税収中立的な改革を行いつつ，関税を引き下げて，現行売上

税を付加価値税に転換し比重を高めてゆくことが目標になると考えられて

いるのである。報告書は，こうした全体的枠組みの下で，次の５つを改革

勧告の柱として提示している。すなわち，

①現在，課税を免れている資金源を組み入れ，直接税・間接税の課税

ベースを拡大し，個人・集団に対する課税上の扱いの不平等を除去

する

②現在の商’慣行に合わせて，経費控除制度をより現実的にし，純所得

概念を広げる

③成長，簡素化，経済効率化という観点から，課税最低限の修正，限

界税率の削減，税率帯（bracket）のリストラクチャリングによって

所得税構造を合理化する

④歪みを最小化するために，簡素化，効率化，調和といった観点から

間接税を修正する

⑤より大きな効率性，より多くの税収，より良い承諾と脱税の回避の

ために，行政構造を再検討する

の５つである。

では報告書は，個別の税目について，どのような改革を勧告し，実際

に，どこまで実現しているのであろうか。紙幅の関係上，最も重要な個人

所得税，法人所得税，売上税に限定して検討してみよう。

2．所得税改革

まず個人所得税から見てみよう。第１に，課税最低限の引上げ，限界税

率が適用される所得区分（bracket）の拡大，最高税率の引下げが勧告さ

れた。表８が示すように，まず課税最低限を27,000ルピーから42,000ル

ピーに引き上げることが勧告された。通常，課税最低限は最低生活費と解
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表８個人所得税の税率表

1992年度（勧告）

…=ﾜｰＦＦ７７Ｔ 

雛ili強
税率(％）

０ 

１０ 

２０ 

３０ 

３５ 

０－４２，０００ 

４２，００１－７８，０００ 

78,001-114,000 

114,001-150,000 

150,001-

０
０
０
０
０
 

１
２
３
４
 

36,000 

36,000 

36,000 

21,000 

24,000 

24,000 

出所：Reportｑ/Wte7tuxatZo〃Cbmmissio〃1990,Ｊｕｎｅ1991,ｐｐ､114-15よ
り作成

釈されるが，スリランカの経済発展段階では市民の担税力に限界があるた

め，所得税納税者を限定することが必要であり，１人当たりＧＮＰの３倍

の水準に設定された。またブラケットの幅は36,000ルピーに広げられた。

そして1977年度時点で80％あった最高税率は，自由化政策とともに７８～

79年度70％，８０～85年度55％，８６～87年度50％と徐々に引き下げられ，

そして第２次構造調整プログラムが実施された８８年度以降は４０％に引き

下げられていたが，さらに３５％に引き下げられることが勧告された。言

うまでもなく税率のフラット化は，貯蓄・勤労インセンティヴを刺激する

サプライサイド政策としての側面を持つ。しかし名目税率の切下げが，た

だちに実効税率の累進性の引下げに直結する訳ではない。実効税率で見

ると，累進性は課税最低限・ブラケット幅・税率の３要素に依存するから

である。実際に表９－ａが示すように，この改革では相対的に所得の低い

階層ほど減税幅が大きくなるようにデザインされ，公平性への配慮がなさ

れている。

この税率表の改訂は９２年度から実施された。しかしこの税率表を額

面通り受け取って，所得再分配効果が高まったと誤解してはならない。月

収５，０００ルピー以上の階層は人口の５％を下回っているからである。した

がって公平性という観点から見ると，税率引下げよりも課税最低限の

42,000ルピーへの引上げの方が，はるかにインパクトが大きい（給与所
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表９－ａ個人所得税の減税

1８１ 

改革前 改革後
減税率
％ 

年所得Ｒ８． 課税額
Ｒａ 

８００ 

3,300 

8,000 

21,600 

39,100 

74,100 

109,100 

144,100 

319,100 

５０，０００ 

７５，０００ 

100,000 

150,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

1,000,000 

2,500 

7,800 

１５，７００ 

３５，７００ 

５５，７００ 

95,700 

135,700 

175,700 

375,700 
０
４
７
８
８
９
９
１
６
 

●
●
□
●
●
●
●
●
●
 

５
０
５
３
７
１
３
５
７
 

１
１
２
２
３
３
３
３
 

1,700 

4,500 

7,700 

14,100 

16,600 

21,600 

26,600 

31,600 

56,600 

８
８
９
９
０
３
０
８
５
 

６
５
４
３
３
２
２
１
１
 

４
４
０
４
５
７
２
８
９
 

●
●
●
。
●
●
●
●
●

１
４
８
４
９
４
７
８
１
 

１
１
２
２
２
３
 

出所：ルtd.，ｐｌｌ６

得者の場合には，さらに1,800ルピーの税額控除がある)。これらの点を

勘案すると，特にスリランカにおいて，財政の所得再配分効果を検討する

には支出面を含めて考えなければならないことに注意せねばならない。

第２に，この税率表通りに改革すれば約６億5,000〃ルピーの税収減と

なるが，財政赤字の下で歳入増加の必要から税体系それ自体を手直しする

ことは，税制への信頼を失うことになるので避けるべきであるとする。１

つは，現在１５％の付加税率が課されているが，この所得税に対する付加

税(surcharge)によって緊急の収入需要を満たし，いま１つは，課税ベー

スの拡大によって税率のフラット化による減収を相殺することが勧告され

ている。これらによって，成長とともに中期的には税収は改善すると考え

られている。

第３は，その課税ベース拡大のための具体的勧告である。それらをまと

めて列挙すると，

①課税インセンティヴ（免税制度）の全体的枠組みの除去ないし段階

的縮小

②政府・慈善団体その他機関への贈与・寄付，生命保険料・拠出金，

留学費用，入院費，住宅などへの投資といった資格付き支払（qual-
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ifyingpayment）の控除制度の廃止

③公企業・公社などの被用者の報酬に対する非課税制度の廃止

④無料住宅，旅費，無利子ないし低利子の貸付，雇用主が支給するク

レディット・カードによる非事業的支出，被用者に対する現金･資産・

株式の贈与など一連の付加給付（fringebenefit）に対する課税

⑤５０億ルピー（20億ルピーの基礎控除後）を越える退職金に対する

通常の税率表に基づいた課税

⑥ＮＳＢ預金利子に対する2,000ルピーないし１/３の免税制度の廃止

である。

これらによって被用者および退職者・年金生活者の税負担は増加するこ

とになるが，先に見た課税最低限の引上げとブラケット幅の拡大によって

カヴァーされるように配慮されている。表９－ｂは，そのことを示して

いる。

しかし後述するように，これらの租税優遇措置の廃止は容易ではない。

表９－ｂ雇用所得に対する所得税負担

改革前 改革後
月収

Ｒｓ． 

減税額
Ｒ８． 

２，４２６ 

3,271 

3,272 

3,500 

4,000 

5,000 

6,000 

7,500 

10,000 

12,500 

15,000 

20,000 

25,000 

１
皿
舶
加
川
刀
皿
皿
皿
皿
皿

２
４
７
６
５
６
６
６
 

７
，
，
９
９
 

１
２
３
５
７
 

１
皿
別
Ⅲ
肥
帥
Ｍ
皿
町
印
灯

１
２
３
７
０
３
７
１
 

９
，
，
？
 

１
１
１
２
 

０．０３ 

0.60 

170 

４．４０ 

6.73 

10.26 

16.22 

20.17 

24.14 

28.11 

30.48 

０．４５ 

２．２０ 

３．３６ 

５．０６ 

8.40 

12.00 

15.00 

19.32 

21.90 

１８ 

１１０ 

２０２ 

３８０ 

840 

1,500 

2,255 

3,865 

5,475 

出所：IbZd.，ｐ､123
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例えば92年度に，勧告通りの税率改訂が実施されたが，行政改革や公企

業民営化が進められているにもかかわらず，公務員・公社従業員の給与に

対する所得税課税は実現されていない。利益をもたらす改革は実現しやす

いが，既得権益を侵す改革は困難が伴うからである。

第４に，課税最低限の引上げとブラケット幅の拡大を，インフレーショ

ンによるブラケット・クリープ（インフレによる名目所得上昇が累進的に

税負担を増やし，実質可処分所得を減少させてゆく現象）を回避する手段

として位置付け，３年ごとの見直しを勧告する。インデクセーションが採

用されなかったのは，税制を複雑化させるというのが根拠である。

次に法人所得税の改革について見てみよう。まず第１に，現在の基本税

率表は表１０の通りであるが，貯蓄・投資・勤労・技術革新のインセン

ティヴを高めるというサプライサイド的な成長促進の観点から，会社の規

模・種類にかかわらず３５％の均一税率に低減すべきであると勧告する

(したがって株式公開会社や小規模企業に対する軽減税率も廃止する)。ま

た緊急の歳入需要に応えるには，個人所得税同様，付加税方式がとられる

べきであるとする。現在のところ，９２年度から非公開会社と外国企業に

対する税率を５％引き下げて４５％にし，９３年度から勧告通り３５％の均一

表１０法人所得税の基本税率表

種別

株式公開会社（quotedpubliccompany）

従業員持株会社（People'ｓCompany）

小規模企業（課税所得33,333ルピー以下）

２５万ルピーまでの課税所得

83,333ルピーまでの差引課税所得

その他スリランカ現地会社

外国会社（Non-ResidentCompany）

利益

送金①課税所得の１/3未満

②課税所得の１/3以上

税率

４０％ 

４０％ 

３３１/3％ 

100％ 

５０％ 

５０％ 

送金の３３１/3％

課税所得の１１１/9％

出所：ルZ｡.，pl31より作成



184 

税率にすることが予定されている。

第２に，低い均一税率への移行に対応して，課税インセンティヴと租税

優遇措置の全体を段階的に解消するべきことを勧告する。この点について

は，改めて検討する。

第３に，個人所得税と法人税の二重課税を調整するためには，インピュ

テーション方式による完全統合が望ましいが，行政的に複雑なため１９９５

年までに導入の是非を検討する形となった。したがって，その間，イギリ

スをモデルにして導入された現在の部分統合方式（株主について法人税の

半分を調整）が継続する。しかし現在の部分統合方式も，①法人税および

法人税前払（ＡＣＴ:AdvanceCompanyTax）の税率が多様であり，②

法人税前払（ＡＣＴ）には，会社の受取配当からの分配分が計算されてい

ないために，制度が複雑になっている。したがって報告書は，①均一の低

税率（個人所得税の最高税率と同一にする）の採用と②非課税利益から支

払われた配当に対する免税の除去が，制度を簡素化し問題を改善させてゆ

くであろうと勧告している。ちなみに配当の源泉課税（15％）は，徴税上

の効率性と低コスト性から存続が勧告されている。

第４は，税制の国際的側面についての勧告である。１つは，送金課税を

８％の支店利潤税（BranchProfitTax）に代替することを提案してい

る。現行の送金課税制度の下では，外国企業（non-residentcompany）

が１年以内に蓄積した利益を送金してしまった方が，課税所得を縮小ざせ

送金課税も低くて済むからである（実際は，頻繁な送金は困難であるが，

本社経費その他の支払として偽装される可能性がある）。税率水準が８％

となる根拠は，地元企業の法人税負担40.25％（35％＋付加税）および配

当源泉課税１５％との均衡を図ろためである（８％の税率は，外国企業の

課税後利益額つまり粗利益額の59.75％に対する配当源泉課税率15％分に

相当するという考え方をとっている)。２つめは，オフショア会社に対す

る租税特別措置は必要ないので，新設の必要性がないとしている。オフ

ショア・センターとしての発展は，スリランカに特別の利益をもたらさな
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いと考えているからである。しかし，オフショアの船舶会社および銀行に

は，これまで同様の租税特別措置が与えられた。また外国契約者の場合

は，推定利益として売上高の一定比率を課税所得とみなすことが勧告され

ている。

3．売上税改革

売上税においても，課税ベースの包括化中立性，税率構造の簡素化と

いう点では，改革の方向性は同じである。まず第１に，課税ベースの包括

化と中立性の問題から見てみよう。現行売上税は，逆進,性とインフレ圧力

を回避するために，様々な例外措置や免税扱いが存在する。多くは輸出関

連と生活必需品であるが，例えば実際上，農産物の定義が広いために，輸

出用だけでなく非製造食料，スリランカで生産ざれ消費される農産物にも

免税措置をとらざるをえなくなっているのが実状である。

しかし報告書は，問題は次の点にあると考えている。１つは，資本財を

含む投入（input）段階での課税について，産出（output）段階で税額控

除（Credit）されないために，税の累積や資本集約的企業に不利になると

いった歪みをもたらしている点である。またサービス部門にも税額控除制

度が適用されていないことも問題となる。いま１つは，消費のための輸入

品についても，輸入段階での課税について販売段階で税額控除がなされな

い点である。他方,製造業でも,製造品の最終販売段階でのみ輸入時の税額

控除がなされるだけである。このような`manufacturing’‘non-manu-

facturing，といった区別や`manual，‘non-manual，といった区別によ

る取扱上の差別は，窓意的で価格体系に歪みをもたらす。

こうした点を踏まえて，報告書は，①資本財を含む全ての投入とサービ

ス部門に税額控除制度を拡大し，②輸入段階での課税の例外的措置を完全

に再検討し合理化することを，勧告した。そして９２年度から，資本財の

投入について税額控除が利用されることになったが，インヴォイス制度は

製造業に限られており，サービス部門にはまだ適用されていない。
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第２に，税率に関しては，製造品および輸入品に対して単一の標準税率

(12.5～20％の範囲内で設定する）を導入し，生活必需品に対しては１な

いし２の軽減税率を設けることにとどめ，大幅に簡素化することが勧告さ

れた。また現在，輸入品については，（cj.ｆ＋関税)×１．１０を課税評価額

とするが，報告書は付加価値税導入時に，この１０％嵩上げを廃止するこ

とを勧告した。報告書時点では，税率は以下のごとくである。

①製造品と輸入品…１０税率（１，３，５，６，１０，１２．５，１５，２０，４０，

５０％） 

②サービス…………４税率（１，３，５，１０％）

③卸売および小売…３税率（１，５，１０％）

この他に分配部門には売上高に１％（地方税）が課される。

結局，９２年度は標準単一税率の導入は見送られたが，①の製造品に関

しては，税率は１０種から７種（１，３，５，６，１２．５，１５，２０％）に削ら

れ，関税率とほぼ等しい１５％に大部分がくるように設定された。

第３に，納税者の登録免許制度と免許料の導入が勧告された。この制度

の下では,まず全企業は,課税最低限(４半期ごとの売上高25,000ルピー）

を越えるか否か，あるいは業種が何であるかにかかわりなく，地方当局レ

ベルで登録免許を受けねばならない。そして登録免許料として，年1,000

ルピーを支払う。これは課税最低限売上高に対する年１％の最低税率課税

と同額に設定されている。したがって，この免許料の徴収は，課税最低限

売上高以下の多数の小売業者にも売上税負担を負わせることを意味し，か

つ課税最低限売上高以上の業者に対しては税の前払いを意味することに

なる。

この制度の導入勧告の背景には，①小売・卸売あるいは卸売・製造の区

分が暖昧なのに税率が違うため，事業を分割して免税となる小売業を分離

し，また税率の安くなる小売業にシフトするインセンティヴが存在するこ

と,②多数の小売業の免税が,新設された地方団体(ProvincialCouncils）

の歳入を低下させていることがあげられる。なお付加価値税が導入される
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場合には，免許制度は維持されるが，課税最低限の引上げは検討されると

している。なおこの他にも，銀行間，金融仲介者間の取引を含む金融手段

への売上税の除去，売上税評価ないし再評価について６年間の法的期限

(悪質な不正は除く）の規定を設けることなどが勧告された。

4．租税優遇制度と税制改革の問題点

これまで見てきたように，９０年報告書の勧告は，公平・中立・簡素と

いった税制改革の世界的潮流に沿ったもので，理論的に妥当な線を追求し

たものであると言えよう。もちろん漸進的アプローチを取っている以上，

残された問題点も多い。改革の理念にしたがって見ると，特に問題なのは

租税優遇措置の改革である。

スリランカでは，１９８３年以降，徐々にではあるが租税優遇措置は整理

される方向を辿ってきた。産業的には，輸出部門，住宅そして一定の農産

物加工業に限定されてきており，また租税優遇措置に条件や制限（例えば

新設会社に限定したり，住宅価格や築後年数，面積などの制限を設ける

等）が導入されてきた。９１年度における租税優遇措置（関税等は除いて

ある）は表１１の通りである。しかし報告書は，現在でも，なお多くの租

税優遇措置が存在し課税ベースを蚕食しているという現状認識にたって，

個々の租税優遇措置について検討し改善を勧告している。まず第１に，実

効をあげていない租税優遇措置の整理が勧告された。列挙すると，

（１）伝統的輸出部門（茶・ココナッツ・ゴム）を除く輸出部門に対する

時限的租税優遇措置（表１１，③の２，④の２および１１）が，８９年３

月末までの５年間を期限として導入され，さらに９１年３月末まで延

長されていたが，その再延長は行わない。

（２）農産物加工業の新設企業に対する５年間の免税措置（①）は，８３

年以降わずか５件しか適用されておらず，この分野での投資促進に役

立っていないので廃止する。

（３）住宅を建設・販売する企業・ディベロッパーに対する所得税免税
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表１１租税優遇措置の概要（1991年度）

露
12．外貨獲得のための輸出やサービスに関係する旅費｜全額控除
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表１１（つづき）
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対象項目

⑤宝石貿易
１．宝石輸出，StateGemCorporationへの宝石販売，
外貨での宝石売却から生ずる利益
２．上記利益から生ずる配当収入

⑥外国所有ヨット・観光船
１．その事業収入

⑦ＧＣＥＣ企業
ＬＧＣＥＣが承認する企業の利益

２．免税期間失効後，所得税軽減税率の適用

優遇措置

免税

免税

免税

１５年間までの所得
税と売上税の免税

１５年間まで,売上高
の２～５％を所得
税負担とみなして
課税・売上税免税
外国人免税，現地人
は上記期間免税
免税
免税期間中は免税，
その後は15％以下

５万ルピーか課税評
価額の１/３の控除

3．ＧＣＥＣ企業からの配当

4．キャピタル・ゲイン，外国人被用者の報酬
5．外国人へのロイヤリティ

6．GCEC承認企業の株式投資

⑧利子
ＬＮＳＢの貯蓄証書，国民貯蓄証書，貯蓄

２．外貨から転換する個人預金のために，中央銀行が承認
した特別勘定（specialaccount）
３．商業銀行に開設された在外者の外貨勘定

４．外貨銀行勘定（FCBUs）での外貨預金

５．租税留保証書（TaxReserveCertificates）

６．在外者（企業も含む）の政府・公社・政府機関・商業
銀行などへの貸付利子収入

⑨資格付き支払（QualifyingPayment）
１．特定機関への寄付，承認された事業への出資，７８年４
月以降の住宅建設・土地購入・賃貸住宅に関する政府・
地方当局・銀行等への返済金，生命保険・年金・医療保
険のプレミアム，年金拠出金，学会費・本代・学会出張
費，子供の留学費用，入院費用，雇用主による一定条件
の住宅・フラットの建設・購入
２．個人による一定条件の住宅購入・建設費用
３．政府の開発プロジェクトのために生じた個人的費用
ＲＥＰＩＡないし政府部局が認定する支払
４．－定機関への寄付

2千ルピーか利子の
１/３の免税

免税（元本は富裕税
も免税）

免税（元本は富裕税
も免税）

免税（元本は富裕税
も免税）

解約時，利子相当分
の免税
免税

所得控除

所得控除
所得控除

所得控除
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表11（つづき）

対象項目

⑩住宅
１．所有ないし占有する住宅１戸の純年価値，一定面積以
下の賃貸住宅家賃収入，住宅の一定面積以下のユニット
への分割と家賃収入，一定条件の住宅建設・販売からの
収益
２．住宅売却によるキャピタル・ゲイン

３．居住する持家１戸，一定条件以下の住宅

⑪雇用
１．政府サービス：公務員の報酬・年金・退職給付
２．④の３，４，５に該当する外貨報酬
３．スリランカで雇用される外国人（科学者・技術者・専
門家など）の報酬
４．スリランカで雇用される外国人

優遇措置

所得税免税

所得税免税ないし軽
減税率

富裕税の免税

所得税免税
所得税免税
所得税免税

３年間，２５％の軽減
税率を適用

出所：Reportｑ／Ｔ比、αratio〃CbnzmjssZo〃1990,1991,ｐｐ､348-57より作成

（⑩の１に含まれている部分）を廃止し，低コスト住宅の供給増加を

目指した他の租税優遇措置も効果をあげていないために見直す

などである。

これらの措置は，実効をあげていないだけでなく，資源配分上の効率

性・中立性を侵し，租税優遇措置が付与されていない部門との間で公平性

に欠けていると判断されたためである。とくに輸出主導型経済発展戦略に

とって重要な位置を占めると考えられる(1)は，思ったほど効果をあげてい

ない。ＧCEC企業による輸出増加の方が大きく，非伝統的輸出部門に占

めるＧＣＥＣ以外のシェアは，８０年の９３％から８９年の65.6％へと低下し

てしまっているからである。こうした状況の下では，伝統的輸出部門を占

める小規模土地耕作者との間に課税上の不公平な扱いの問題が生じ，また

所得税免税の恩恵を受けるために，輸出部門に原料その他を低価格で過大

に販売するようなインセンティヴを与え，国内経済に歪みを与えているこ

とが指摘されている。

第２に，ＧCEC認可企業に与えられた租税優遇措置については，次の

ように勧告された。
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（１）免税期間後，全てのＯＣＢＣ企業は通常の税制に組み込まれるべき

であり，売上高の一定比率に基づいた税支払は，特別な活動分野の一

般規則として導入されないかぎり撤廃すべきである。

（２）ＧＣＥＣ企業への租税優遇措置は，輸出利益に限定されるべきで

ある。

（３）ＧCEC企業が雇用する国外在住者の報酬に関して，免税措置は廃

止されるべきである。

（４）ＧCEC企業の国内販売については，源泉課税制度が導入されるべ

きである。

しかし第３に，スリランカ経済の外貨獲得の必要'性から，いくつかの租

税優遇措置の存続も勧告された。とくに在外者の外貨預金利子，海外での

雇用や専門的サービスから得た所得や収入などに対する免税措置は継続さ

れるべきであり，また宝石の輸出や外貨販売に対する免税も４年間に限り

免税措置の存続が許されるべきであるとしている。ただしホテルへの租税

優遇措置は見直すことを勧告している。

だが報告書自身が，「勧告は，将来に適用しうるだけであることは明ら

かだ」（P､160）と述べているように，その実施は非常に困難であろう。ま

ず第１に，投資促進ゾーンを中心とするＧCEC認可企業に与えられる租

税優遇措置は，５～１５年間の長期にわたり，免税期間後もさらに１５年間

まで売上高の２～5％課税という変則的課税方式がとられるため，中途の

廃止による混乱を避けようとすれば，中長期的にも解消は困難である。し

かも隣国も外資を引きつけるために同様の措置をとり，かつ進出企業が圧

力団体となる以上，,恒久化してゆく可能性が高い。そうであるとすれば，

ＧCEC認可企業の租税優遇措置だけが存続する一方で，地元企業への租

税優遇措置だけを整理してゆくことは，ますます地元企業を不利にし，そ

の発展を削いでゆく。しかも投資促進ゾーンには，関税の免税，為替統制

の免除，産業インフラの整備といった便宜も与えられている。こうした政

策を継続すると，外資企業と地元企業の間で実質的な不平等がますます拡
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大し，地元の製造業を中長期的に不利にしてゆく可能性がある。

第２に，そのために，既存の租税優遇措置が整理される一方で，新たな

租税優遇措置を設けざるをえなくなり，低税率と課税ベースの組合わせと

いう税制改革の理念上の一貫性を貫くことは困難となっている。確かに，

勧告にしたがって，伝統的輸出部門を除いた輸出部門に対する時限的租税

優遇措置(表１１，③の２，④の２および１１）は再延長されず，９２年度から

租税優遇措置は，新規会社だけに限定されることになった。しかし８９年

末に発表された新産業戦略に伴って，パイオニア産業，ベンチャー企業，

ユニット・トラストに対する新たな租税優遇措置が導入されることになっ

た。しかも与えられた租税優遇措置の内容は，９２年に再延長が打ち切ら

れた非伝統的輸出部門の場合とほぼ同様の内容である。すなわち，

①５年間の所得税免税（但しベンチャー企業の場合は１０年間，また

キャピタル・ゲインはユニット・トラストのみ免税扱い）

②免税所得からなされた配当の所得税免税

③上記会社の株式に対する投資額の所得控除(課税評価額の１/3以下）

などが優遇措置として採用されているのである。もちろん報告書は，これ

らは短期的政策であるべきで，ベンチャー企業，ユニット・トラストに対

する租税優遇措置は５年間で打切るべきであると勧告しているが，既得権

化した利益保護のための代替策であるならば,廃止も困難になるであろう。

事実，上記の対象産業の定義が極めて暖昧なものであり，廃止された既

得権益の代替的保護策になる可能性は高い。パイオニア産業とは，従来ス

リランカでは生産されていなかった製品，あるいは通常スリランカでは採

用されていないデザイン・型式・プロセスを使用する製造加工業のこと

で，具体的産業として名があげられているのはコンピューター関連産業く

らいである。またベンチャー企業については，リスク・テイキングな産業

という程度の暖昧な内容で，実際には，①先進的・革新的技術の使用を伴

う製造業，②ｆｏ.ｂ､価格の２５％以上の付加価値を持つ非伝統的生産物の

製造および輸出，③製造過程にオリジナル・パテントを持つ企業，④輸出
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商事会社（exporttradinghouses）である。

これらを見れば明らかなように，定義が暖昧なだけでなく，ベンチャー

企業に含まれる②や④などは，運用次第では，９２年に再延長がなされな

かった非伝統的輸出部門に対する時限的租税優遇措置とかなりオーバー

ラップする可能性を持っている｡報告書も,その点を意識して，ベンチャー

企業について詳細なガイドラインを作成し，その運用をきちんと監視すべ

きであると指摘せざるをえなかった。

したがって第３に，こうした租税優遇措置の交替（廃止と導入）は，産

業政策という観点から見ても，明確な産業戦略と地場工業育成の具体的プ

ランに裏打ちされたものとは言い難い。上記のように，対象産業の定義が

極めて暖昧であり，かつターゲットが不鮮明だからである。廃止された非

伝統的輸出部門に対する時限的租税優遇措置では，地場製造業単独の輸出

増進が困難であり，かつＧＣＥＣ認可企業とのネットワークの形成も困難

であるが，代替策も不明確な状態であるために，既得権益が保護されるだ

けに終わる可能性が高い。前述のように，パイオニア産業とは従来スリラ

ンカにはなかった工業といった程度の意味で，ベンチャー企業には廃止の

対象となった非伝統的輸出部門と重なる部分があるために，株式市場の振

興と当面の雇用増加に焦点が当てられているだけであるという印象を拭い

きれない。

ｖ福祉支出の効率化・ターゲット化

1．スリランカにおける貧困対策と福祉制度

福祉支出の効率化・ターゲット化は，歳出における構造改革の１つの焦

点である。前述したように，経常支出中，最も比重が高く増加傾向が抑え

られないためである。この福祉支出の効率化・ターゲット化の問題点につ

いて検討に入る前に，スリランカにおける福祉制度，とりわけ改革の焦点

となっている食料スタンプ制度およびジャナサヴィア計画の仕組みについ
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て簡潔にふれておこう。

スリランカの福祉制度の概要から見てみよう。年金制度を除くと，スリ

ランカの福祉制度は，①教育，②衛生（HealthCare)，③食料スタンプ

(および灯油スタンプ)，④ジャナサヴィア，⑤無料学校給食（School

Mid-DayMeaD，⑥教科書無償配付と通学交通切符給付，⑦公的扶助，

⑧トリポシャ(Triposha),⑨貧窮救済（Distressrelief)，などから構成

されている。このうち，①と②を除けば支出額の高いのは，③④⑤である。

まず食料スタンプ制度は，1942年まで遡ることも可能であるが，本格

的には，７３年の食料価格上昇とともに週２ｋｇの米クーポンが配付された

ことに始まる。７９年に第１回受給者調査が実施され，〈月収300ルピー

以下＞の家族に食料スタンプが支給されることになり，８５年には第２回

調査が実施され，受給資格はく月収700ルピー以下〉に引き上げられた。

その結果，現行制度では，合計所得700ルピー以下の家族が受給資格を持

ち，所得額に応じて受給人数が決まる。すなわち，

①月収300ルピー以下は世帯全員

②月収300～399ルピーは４人

③月収400～599ルピーは３人

④月収600～700ルピーは２人

となる。

また受給資格者の年齢によって受給額が異なる。８歳未満には月５０ル

ピー，８～１２歳には月４０ルピー，１３歳以上には月３０ルピーが支給される。

次にプレマサダ政権の登場とともに導入されたジャナサヴィア計画につ

いて見てみよう。先述のように，構造調整政策に基づく公共支出削減政策

によって，ジャナサヴィア計画は１１ラウンドに分けて実施されることに

なった。第１ラウンドは，８９年１０月～91年９月にかけて２５地区（28地

区の補助機関（ＡＧＡ：AssistantGovernmentAgency）を設置）で実

施され，９１年１２月から２５地区（30地区補助機関を設置）で第２ラウン

ドが実施されている。
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食料スタンプとの対比からジャナサヴィア計画の特徴を見ると，まず第

１に，受給資格者の選抜プロセスが異なっている。食料スタンプ制度で

は，政府→救貧委員会（PoorReliefCommissioner)→地区補助機関→

村落事務所（GunaSewaNadary)→受給者というトップダウン方式の

経路を辿って意思決定がなされ，受給者選定の中心となるのは村落事務所

である。これに対してジャナサヴィアでは，コミュニティ・レベルで受給

世帯の選抜を行い，ＧＳＮ（サポート・チーム）との間の討議で運営され，

地区補助機関（ＡＧＡ)→ジャナサヴィア委員会へとポトムアップ方式で

意思決定がなされてゆく。さらに言えば，第１ラウンドでは，食料スタン

プとの間で受給資格条件もずれていた。表１２は月収別の受給者数を示し

ているが，ジャナサヴィア受給者の方が，食料スタンプ受給者よりも所得

水準が高くなっていることがわかる。

第２に，給付内容の違いである。ジヤナサヴイアの受給者は，２年間，

－世帯当たりごとに月2,500ルピーが支給される。そのうち，1,458ル

ピーは消費ファンドとして使われる。1,000ルピーはスタンプとして支給

され，受給者は，協同組合（Cooperatives）および認可された小売店か

ら，消費品バスケットの中に指定された品目を購入する。消費対象とし

ては米・砂糖が多いが肥料・農器具なども含まれる。４５８ルピーは，世帯

の特別預金口座に預金されるが，いつでも上記の消費目的のために引き出

すことができる。他方，残りの1,042ルピーは投資支援のためにＮＳＢに

表１２ジヤナサヴイア受給家族数と構成（1991年１１月１５日現在）

lｓｔｒｏｕｎｄ 2ｎｄｒｏｕｎｄ 

ｌＯＯ,658 受給家族数合計

月収1,500ルピー以上

月収1,000～1,500ルピー

月収1,000ルピー以下

民族対立の影響で未実施

154,345 

73,166 

37,148 

9,789 

34,242 

出所：JanasaviyaCommissioner'sDepartment,ｊｍｚａｓａｕｊＷＤａｔａ６ｏｏｈ：
Rou7zdOI-q3（19890ctobertol9910ctober） 
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強制貯蓄される。この投資ファンドは，零細自営業を起業したりプロジェ

クトを始めるために使用される。２年間で２５，０００ルピーの使用が認めら

れるが，30,000ルピーを上限とする銀行借入れの担保として使われる。

第３に，食料スタンプと最も異なる点は，貧困者の雇用確保を目的とす

るこの生産指向的要素である。生産指向的要素には，上記のような零細自

営業やプロジェクトの開始の他に，新たな商品作物の導入，生産,性を引き

上げるための村落レベルでの共同作業（小灌概路の掘削，道路の補修整備

など）が含まれる。この共同作業には月２４日以上参加しなければならな

い。これらの事業は，ジャナサヴィア世帯とサポート・チームの協議・指

導に基づいて行われ，熟練や技術取得が必要な場合は政府機関の訓練セン

ターで訓練を受ける。こうしたジャナサヴィアの生産指向的要素によって

創出された雇用を分野別に見ると，表１３の通りである。また，これら

の新規事業のための銀行借入れは，第２ラウンドの途中までを含めて総

額で６億5,500万ルピー，のべ家族数で見ると，１家族当たり6,000～

6,500ルピーになる（表14)。重複もあるが，総じて規模は零細である。

さて最後に無料学校給食についてふれると，この制度も８９年度に導入

され，９１年度で児童数約423万人をカヴァーしている。先述したように，

当初，所得にかかわりなく全児童に支給されていたが，９０年度に，食料

スタンプ制度を通じて栄養摂取量（カロリー）を配慮したターゲット化が

表１３ジャナサヴィアによる雇用創出（1991年１１月）

2ｎｄｒｏｕｎｄ lｓｔｒｏｕｎｄ 

％ 

６１．１ 

１５．７ 

０．２ 

１５．６ 

7.4 

100.0 

農
工
漁
商
そ

業・畜

産
業
業
業
他

51,560 

18,252 

6,534 

14,329 

9,800 

5１．３ 

１８．２ 

６．５ 

１４．３ 

９．８ 

2２，３１６ 

5,730 

７５ 

5,695 

2,707 の

計100475100.0３６５２３合

出所：JanasaviyaCommissioner'sDepartment,OpcZt・より作成
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表１４ジヤナサヴイア受給者に対する銀行信用貸与（1991年１１月）

lｓｔｒｏｕｎｄ 2ｎｄｒｏｕｎｄ 

１家族

平均

ＢａｎｋｏｆＣｅｙｌｏｎ 

Ｐｅｏｐｌｅ，ｓＢａｎｋ 

ＣｏｏｐｅｒａｔｉｖｅＲｕｒａｌＢａｎｋ 

ＲＲＤＢｓ 

小計

ＣｏｍｍｏｎＦｕｎｄｓ 

ＪａｎａｓｈａｋｔｉＢａｎｋ 

その他

小計

26,028 

18,581 

25,147 

3,347 

73,103 

20,714 

13,973 

13,574 

1,837 

50,098 

０
５
４
５
９
 

８
７
５
５
６
 

●
●
●
●
●
 

０
０
０
０
０
 

２，４６２ 

5,824 

8,624 

８４１ 

１７，７５１ 

１，６４６ 

3,686 

6,288 

413 

12,033 

0.67 

0.63 

0.73 

0.49 

0.68 

0.36 

0.８２ 

０．３１ 

０．３８ 

1,07JJ 

-iJ鑿
総 計 0．６５ 

出所：JanasaviyaCommissioner'sDepartment,Opcit・より作成

実施された。そのために支出総額は，９０年度の１６億4,400万ルピーか

ら９１年の１４億２００万ルピーに削減された。しかし，福祉支出の効率

化・ターゲット化政策で最も大きな影響を受けたのは，食料スタンプ制度

である。つぎに，この点について検討してみよう。

2．福祉支出の効率化・ターゲット化

構造調整プログラムでは，福祉サービスの受給世帯を，最貧困層である

全世帯の２５～30％に絞り込むことが目標とされている。このためにとら

れた主な手段は，

①食料スタンプ受給者の世帯所得調査による給付の適正化

②ジャナサヴィア計画実施区域における食料スタンプの重複支給の排

除

③ジャナサヴィア計画と食料スタンプの受給資格条件の同一化など

である。１つずつ順次見てゆこう。
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表１５食料スタンプ受給者の再確認作業の結果（1991年）

族数

1,268,767 

764,504 

132,620 

343,734 

897,124 

家

①食料スタンプ受給家族

②月収700ルピー以下の受給家族

③月収700ルピー以下で受給していない家族

④月収700-1,500ルピーの受給家族

⑤実際に受給資格を持つ家族

出所：PoorReliefCommissioner'ｓOffice，PoorReJie／drcularlVb､65,
13thMarchl992より作成

まず第１に，９１年に食料スタンプ受給者の世帯所得調査が実施された。

すでに７９年と８６年にも同様の調査が実施されており，実施が早められた

ものの，この調査自体は目新しいものではない。さて，この９１年調査の

結果は表１５に示されている。実際に受給資格を持つ世帯は，②＋③の約

９０万世帯であり，④の月収700～1,500ルピーで受給していた世帯だけ

でなく，月収1,500ルピー以上の受給世帯もかなりいたことになる。モニ

ターの不十分'性や政治家の利益誘導によって削減できなかったこれらの無

資格者を整理した上で，日雇い・疾病による所得低下，あるいは子供の結

婚・独立に伴う老親世帯化などの理由から新たに受給資格を持ちながら給

付されていなかった③を加えて，受給資格者の適正化を行ったのである。

このため受給世帯数は，調査実施前の約127万世帯から約90万世帯に減

少することになった。つまり受給世帯数の約３０％の削減が実現された勘

定になる。世帯調査直前の９０年で受給者数が約675万人つまり人口の４０

％強をカヴァーしていたことを勘案すると，この適正化によって人口の２５

～30％にターゲット化するという構造調整プログラムの目標は一応達成さ

れたことになる。

第２に，ジャナサヴィアと食料スタンプの重複支給の排除である。前述

のように，ジャナサヴィア受給者は，必ずしも食料スタンプの受給を考慮

することなく支給されていた。食料スタンプの受給資格基準は所得水準と

家族規模に基づいており，救貧のそれは家族規模であるが，ジャナサヴィ
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アは所得水準や家族規模にかかわりなくコミュニティ・レベルでの選定に

任せられるために，極端な場合には３つを同時に受給できることになって

いた（その場合，合計して月2,000ルピーもの額になる)。こうした事態

を踏まえて，重複支給の排除が実施された。ジャナサヴィアの第１ラウン

ド実施地区において，８９年９月３０日（実施直前）には８８万9,757人い

た食料スタンプ受給者は，９０年４月には１７万6,474人に削減されたので

ある。

さらに，こうした重複排除を，恒久化するために，第３に，ジャナサヴィ

ア第２ラウンドから，ジャナサヴィアの受給資格条件を，食料スタンプの

受給資格条件つまり〈月収700ルピー以下〉に揃えることになった。その

上で，コミュニティ・レベルの証明にしたがってスクリーニングを実施

し，また相対的に高い所得層を中心にして，生産的事業促進のための貸付

を重点化していくこととした。これらの措置によって，ジャナサヴィア計

画が全貧民に及ぶ期間を８年から３年に短縮しうるとされた。

このような一連の措置によって，先にみたように９１年度以降，食料ス

タンプ支出はかなりの削減をみたのである。この意味で，構造調整プログ

ラムの目標はかなり達成されたと考えてよいであろう。しかし，スリラン

カにおける福祉支出削減にかかわる問題の難しさに，改めて注意を喚起し

ておかねばならない。

3．構造調整プログラムと「社会的コスト」

福祉支出の効率化・ターゲット化のもたらす「社会的コスト」に対し

て，構造調整プログラムは一貫して楽観的見地をとり続けている。スリラ

ンカにおける構造調整政策のような急速な自由化・市場経済化は，必然的

に所得分配を急速に変化させる。しかし構造調整プログラムでは，貧困者

への影響は，非生産的部門から生産的部門への資源配分のシフトによって

所得稼得機会が増大するために，中期的には解消されるという立場をとっ

ている。また，この間実施された，①肥料補助金のカットは，国有プラン
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テーションと大規模農家に影響がかぎられ，②歳入増加措置は著侈品への

消費税と納税者が少数の所得税に依存し，③行政改革は，退職者不補充と

自発的退職方式がとられ，かつ寛大な退職金支払が行われてきたために，

大きな影響はなかったとする。さらに，これらの緩衝措置に加えて，世銀

の援助の下にジャナサヴィア信託基金の創設，栄養失調を防ぐ乳児ミルク

支給プログラムが導入されようとしていることが強調されている。

しかし先述のように，構造調整プログラムの実施（とりわけ公共支出削

減政策）は，玉突き状にして他の社会的経費や治安維持費を増加させてお

り，とりわけ福祉費と国防費が急増し続けていることに注目しておかねば

ならない。急速な所得分配や社会構造の変化は，スリランカが抱える民族

対立の問題にも深くかかわってくるからである。

1983年そして８８年の民族紛争の再燃を踏まえ，その直後にあまり豊か

ではない階層の出身であるプレマサダが，ジャナサヴィアや無料学校給食

制度の導入を旗印にして政権につき，就任当初，漸進的アプローチを打ち

出していた社会経済的背景については，十分に吟味してみる必要がある。

こうした点からみると，第１に，経常支出に占める国防費の比率が，７２

％（1989年）から12.3％（1991年）へと飛躍的に上昇しているのは一種

の危険信号である。第２に，構造調整の進展が再び民族紛争の引き金にな

るような事態に立ち至れば，スリランカ経済に与える長期的損失は図り知

れないが，世銀およびスリランカ政府が，構造調整政策のもたらす社会的

影響について本格的に調査検討し，対策を設計しているとは考えられない

点が問題となろう。

しかし問題は，簡単ではない。第１に，スリランカでは，不十分とはい

え土地改革の結果，貧困層も小土地所有者である場合が多いため，働かず

に自給作物を作り福祉給付を受けた方が有利になる限界的ケースが数多く

見られる。いわゆるスリランカ特有の「貧困のわな」問題の存在である。

特にスリランカの場合，この自家消費所得の計測が困難であるために，貧

困線の設定が難しい。絶対的貧困を定義するために，所得中の食費の割合
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(70％以上）と最低栄養摂取量の８０％以下を指標にとっているが，この計

測にも多大なコストと時間がかかるはずであり，正確なデータをとって福

祉プログラムを設計しているかどうか疑わしい。また世銀がいくつかの国

で実施したBench-WorkSurveyも実施しているようには見受けられな

い。その点,マハヴェリ地域の日本の技術者が毎年実施している農家家計

調査は示唆的である。だが残念なことに，マハヴェリ地域は相対的に豊か

な地域である。

第２に，ジャナサヴィアは，コミュニティ・レベルで下から対象者を決

定してゆく方式であるために，〈700ルピー以下〉という所得条件と生産

指向的要素を入れれば，こうした「貧困のわな」に対して一定の有効性を

持つ可能性は大きい。しかし，これは，①対象者選定において有力者のパ

ターナリスティックな影響力が及ぶという政治的インプリケーションを持

つ。また②ジャナサヴィア計画は対象地域が特定され，かつ２年間という

期限付きであるために，普遍的に問題を解決する手段とはなりえない。

第３に，「貧困のわな」を解消する最も大胆な方法は，土地所有制限を

緩和し大土地所有制を認める土地改革である。また茶プランテーションの

民営化も含めて，農業に市場メカニズムの導入を促進する近道である。し

かし〈茶プランテーションの外貨収入→小土地所有と福祉プログラムとい

う平等化戦略の財源供給→国民全体の生活水準向上＞といった経済循環が

崩れてしまった現在，こうした荒療治は，所得。資産格差を一層拡大させ

るとともに，かえって福祉支出負担の増大をもたらすであろう。

第４に，ジャナサヴイアは生産指向的であるとして推進されているが，
￣ 

実態を見る限り，極めて/｣､さな生活手段的「営業_|や村落共同作業であ

り，グラス・ルーツからの国内市場形成や中小零細企業の育成に結びつく

には，相当の長い時間とコストを要する。また輸出主導型経済発展との関

係も明確ではない。現時点では，むしろ一種の精神運動としての側面が強

いと考えられる。
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Ⅵ民営化計画の実施状況と外資導入政策

1．スリランカにおける公社・公企業

スリランカにおける公社・公企業の数は非常に多い。表１６を見てもわ

表１６スリランカの公企業・公社・公的機関の数（1992年３月現在）

重業耀 合計機関・企業の性格

１
コ①規制

１）促進

２）コントロール

②人的資源開発

１）教育・訓練

２）調査・諮問

③インフラ施設・

サービスおよび開発

④商業的経済活動

１）農業

２）製造業

３）流通

４）道路交通

５）土木

６）エネルギー

７）メディア

８）その他

⑤金融

１）銀行

２）保険

３）信託

⑥その他機関

1８ 

８ 

１ 

■
Ｉ
「

ｌ
Ｉ
ｌ
 

3４ 

１５ 

1４ 

９
５
２
１
４
４
５
２
 

３
２
１
 

２
 

４
１
９
１
２
２
３
７
 

１
 

４
０
０
 

１
１
 

８１１ 

５
３
 

10 

２ 

１ 

１
１
 １ 

６ ６ ２１１ 

［ し

一●．（□｜皿）・口扣ｍ－．－．．句ｍ一三一

２ ｢’ |■ ｜ ' 

６
６
４
｜
Ⅲ
 

合 計 248 

出所：Treasury,PublicEnterprisesDivision資料より作成
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かるように，全体で２４８を数える。その他機関の「その他」には，すでに

民営化が行われたUnitedMotors，CeylonOxygen，PugodaTextile

Mills，ThulhiriyaTextileMills，LanakalohaHardwareなどが含ま

れている。このくその他機関の「その他｣＞とく公的機関＞を除いても，

商業的な生産・サービスに携わる公社・公企業の数は，なお１３０にのぼる

ことになる。

表１６の縦の分類は，公社・公企業の機能別分類である。①の規制

(regulatory）は，政府の政策・指示を促進・奨励するExportDevelop-

mentBoardのようなものと，FairTradingCommissionやCentral

EnvironmentAuthorityのような社会的経済的諸目的のために統制・コ

ントロールを行うものに分けられる。他方，横の分類は，法的形式に基づ

く分類である。それは，③公的機関（StatutoryBoards)，⑥商業的企業

(CommercialCooperations)，◎政府完全所有企業（FullyOwned

GovernmentCompanies),⑥従属的政府企業(SubsidiaryGovernment

Companies),⑥協同的政府企業(AssociateGovernmentCompanies)，

①政府少数株主企業（CompanieswithMinorityshareholdingby

Government)，⑧その他機関（Otherlnstitutions）に分かれる。

公的機関は議会法によって設立され，かなりの程度，政府予算によって

賄われる。表１６が示すように，機能的には大部分，規制，人的資源開発，

インフラ施設・サービスおよび開発と重なり合っている。雇用数（1991

年）で見て大きいものは，MahaweliAuthority（8,675人)，National

WaterSupplyandDrainageBoard（6,970人)，NationalHousing

DevelopmentAuthority(3,210人),UniversityofPeradeniya（2,612

人)，RoadDevelopmentAuthority（1,650人）などである。

商業的企業は議会法によって設立され，資本は政府が供給し（5社を除

いた４７社が100％政府出資)，生産物。サービスの販売収益から運営必要

経費を充当する自己採算制を基本としている。雇用数。粗売上高で見て大

きいものは，何といっても２つの茶プランテーション公社と商業銀行で
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ある。ＪＥＤＢ,ＳＬＳＰＣは，ともに約２０万人の雇用を抱え，各々，約５３０

万ルピーの粗売上高を有する。またBankofCeylonは約１万人，600万

ルピー以上,People'ｓＢａｎｋは11,351人,約４００万ルピーとなっている。

この他に，CeylonPetroleumCorporationは雇用数は6,000人程度で

あるが，売上高は1,500万ルピーを越え，CeylonElectricityBoardは

14,273人，約759万ルピー，CooperativeWholesaleEstablishｍｅｎｔも

雇用数は4,694人だが粗売上額は約1,226万ルピーに上る。さらに相対的

に大きいものをあげると，NationalSavingBank，SriLankaPort

Authority，CeylonShippingCorporation，CeylonFertilizerCorpo‐ 

ration，SriLankaCementCorporation，CeylonSteelCorporation 

などがあげられる。

政府完全所有企業は，資本全額を政府・公社ないし公的機関が出資し，

会社法ないし会社令に基づいて新設されるか，公社・政府事業体から転換

した企業である。この範囑の公企業には，比較的大きな企業は含まれてい

ない。雇用数で見ると，LankaCeramicLtdが3,099人，LankaSalu

SalaLtdが1,816人，ColomboCommercialCompany（Engineers）

Ltdが1,063人で目ぼしいところである。粗売上額で見ても，Colombo

CommercialCompany（Tea）が約１６７万ルピー，LankaElectricity

Company（Pvt.）が７３万ルピー，LankaCeramicLtdが５５万8,000

ルピーで比較的大きい方である。

また従属的政府企業は，政府およびその機関が資本総額の５０％超を所

有している企業であり，協同的政府企業は，２０％以上50％以下を所有し

ている企業であり，政府少数株主企業は２０％未満の企業を指している。

従属的企業では，AirLanakaLtd、が群を抜いて大きい。雇用数は

4,783人で粗売上額は1,032万ルピーである。しかし政府所有株式は９９．６

％を占めており，商業的公社や政府完全所有企業に近い。協力的政府企業

では，PelwatteSugarCompany（6,600人，約148万ルピー)，Distil-

leriesCompanyofSriLankａ（1,752人，約３３６万ルピー)，Kelani
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TyreCo,Ltd．（1,909人，約４９万ルピー）が目立つ程度である。なお協

力的政府企業にAsianHotelsCorporation，政府少数株主企業には

HoteldeBuhariといった既に民営化された企業も含まれている。

こうした公企業は，公開会社への移行あるいは民営化がなされれば，政

府の規制から離れるが，それ以外は次のような政府のコントロールを受け

る。第１に，経営者の任命には，関係各省の承認を必要とする。第２に，

公企業の理事会（Board）には，大蔵省の代表が任命され，その代表は

毎月報告書を大蔵省に提出し，重要事項は大蔵次官（theSecretaryof

Treasury）の指示を仰がねばならない。大蔵省の公企業課（Public

EnterprisesDivision）は，その'情報を収集し，人員配置や経営の健全

性をチェックする。しかし第３に,価格統制は,セイロン石油公社(EPC）

やセイロン電力局（CEB）のような独占のケースを除いて，自由化政策

に伴って公企業体の運営に任されるようになった。

2．民営化計画と現状

民営化計画は，１９８７年７月からスタートしていたが，実施対象はわず

か１企業であった。しかし先述のように，プレマサダ政権になって（とり

わけ９０年以降)，計画は急速に進展をみせている。先述のように，民営化

に至るプロセスとして，①まず民営化の対象となる公企業を選定し，②次

に対象公企業を，商業ベースで運営可能な公開会社に転換させ，公共部門

からの分離を図る。③その後，直接的に民営化するか民営化の前段階とし

て合弁企業にし，存続可能なら残りの株式を売却するというプロセスをた

どる。

表１７は，大蔵省商業化課（CommercializationDivision）が作成し

た９２年４月時点での民営化対象リストである。８８年に民営化が決定され

たのは，わずか２社であったが，９０年中には２７社，９１年には２５社（さ

らに９２年３月までに１社）が決定された。現在，公企業の対象リスト数

は５６社にのぼっている（ただし表中のNo.３３の決定曰不明)。また公開
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表１７民営化計画リスト（1992年３月現在） 鰄川一＊＊＊＊瀬＊＊＊

企業名

自動車代理店１.UnitedMotorsLtd、

２.ThulhiriyaTextileMillsLtd・

ａＰｕｇｏｄａＴｅｘｔｉｌｅＭｉｌｌｓＬｔｄ、
４.ＨｏｔｅｌｄｅＢｕｈａｒｉ 

５.CeylonOxygenLtd， 
６.DankotuwaPorcelain 

７.ＨｕｎａｓＦａｌｌｓＨｏｔｅｌ 

８.VeyangodaTextileMillsLtd 

９.MattegamaTextileMills 

lODistillｅｒｉｅｓＣｏｍｐａｎｙｏｆＳｒｉ 
ＬａｎｋａＬｔｄ 

ｌＬＯｉｌ＆FatsCompanyLtd 
l2・AclandlnsuranceServiceLtd

l3・CeylonManufactures＆
MerchantsLtd 

l4HevyquipLtd.＆ＣＣＣ（Engi‐ 
neering）Ｌｔｄ 

ｌ５ＣＣＣ（Ｔｅas）Ｌｔｄ 

ｌ６ＣＣＣ（Fertilizer）Ltd、
17.ＭＩＬＣＯＬｔｄ 

ｌ８ＳａｔｈｏｓａＭｏｔｏｒｓＣｏ・

l9SathosaComputersCo、
20.SathosaPrintersCQ 

21・ＬａｎｋａＭｉｌｋＦｏｏｄｓＬｔｄ

２２・AsianHotelsCorporation
23・TransAsiaHotelsLtd

24CeylonFertilizerCorporation 

25・StateTrading(Tractor)Corpo‐
ration 

26Nylon6PlantoftheCeylon 
PetroleumCorporation 

27・BuildingMaterialsCorp
28BuildingMaterialsManufac-

turingCorp 

29CeylonSteelCorporation 

30・ＳｒｉＬａｎｋａＣｅｍｅｎｔＣｏｒｐ
ａ・ＲｕｈｕｎｕＣｅｍｅｎｔＷｏｒｋｓ

ｂ、KankesanturaiCement

Works 

oPuttlamCementWorks 

31・MahaweliMarineCementCo・

Ｌｔｄ 

'８９．５．９ 

'８９．９．１３ 

，９０．４．３ 

'89.10.10 

'８９．１２．５ 

ＣＯ， 

'89.10.17 

'89.12.21 

'８９．９．１３ 

'89.11.17 

'88.8.10 

'90.6.28 

,90.3.14 

,90.2.14 

'90.4.25 

'90.4.25 

'９０．７．４ 

'90.4.18 

'90.4.18 

,88.8.10 

レストラン

酸素製造

磁器食器

ホテル

アラク酒製造 ＊ 

畜産飼料

保険代理店

流通

'89.10.19 

'89.10.18 

'89.10.18 

'90.6.20 

'90.11.14 

,90.11.14 

＊ 

流通および茶

機械製造

茶輸出

流通

乳製品

自動車代理店

'89.11.211,90.11.14 

７
８
 

１
１
 

０
０
０
 

●
Ｏ
 

１
０
ｏ
ｑ
Ｑ
ｑ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
 

９
肌
ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
Ｐ

８
８
 

（
ｕ
Ｑ
（
ｕ
 

'90.11.14 

,90.11.14 

,90.6.26 

'90.8.29 

,90.8.29 

'９０．８．２９ 

，９０．８．２９ 

，９０．７．４ 

'90.12.12 

'90.1.28 

'９１．３．１３ 

粉ミルク
ホテル

ホテル

流通

＊
＊
 

'９１．９．３０ 

蟻JImlilIl
'91.2.13 

,91.12.17 セメント袋詰
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実施済

(＊印）
企業名

鴬讓:趣rm8mlpMB
32.StateTrading（Textile）Corp． 

（SaluSala） 

33.LubricantPlantofCeylon 

PetroleuｍＣｏｒｐ 

３４ＳｅｖａｎａｇａｌａＳｕｇａｒＣｏ． 

:寧栽培lIilll;l111iil35．ＨｉｎｇｕｒａｎａＳｕｇａｒＣｏ， 

36.KantalaiSugarCq 

37､SriLankaStateTrading 

（General）Corp、

38.ConsolidatedExports＆ 

TradingCoLtd 
39LankaCanneriesLtｄ 

40.CeylonShippingLinesLtd 

41､Cey-NorFoundationLtd 
42JanathaFertilizerEnterprises 

Ltd、

43.SriLankaCashewCorporation 

茶とスパイス

の輸出

果物缶詰

船荷コンテナ

網・漁船製造

肥料プラント

'９１．６．１８ 

'９１．６．１８ 

'９１．８．１４ 

'９１．８．２１ 

，９１．１０．１６ 

'90.1.17 

'９１．１．８ 

'91.10.16 カシューナッ

ツ栽培製造

石鹸・ヤシ油

セラミック食

器

'88.10.21 

,91.1.19 

'91.10.16 

,91.10.16 

44.ＢＣＣ・ＬａｎｋａＬｔｄ、

45.ＬａｎｋａＣｅｒａｍｉｃＬｔｄ． 

'91.10.16 

,91.10.16 

46.SriLanka（Ｃｅy）Rubber 

ManufacturingCo・Ltd
47TeaSmallholderFactories 

Ltｄ 

48.People'sMerchantBankLtd 
49LankaMachineLeasersLtd 

50CeylonPlywoodCorporation 
51.KelaniTyresLtd 

52・CeylonLeatherProductsLtd
53Lanka-LohaHardwareLtd 

茶葉製造

銀行 '９１．１１．２０ 

，９２．３．４ 

，９１．１．２３ 

'９１．８．２１ 

，９０．９．２８ 

，９０．１１．５ 

合板

タイル製造

'９１．１．９ 

'90.10.4 

,90.9.28 

'９０．５．２７ 

＊
＊
＊
 エンジニアリ

ング

鉱業 '9１．３．１１１，９１．９．４ 54.KahatagahaGraphiteLanka 
Ltd 

55LankaProcelainLtd、

56.BogalaGraphiteLankaLtd 

磁器食器

鉱業

'９１．９．１１ 

'９１．９．４ 

ＣＯ・

'９１．３．１１ 

出所：MinistryofFinance,CommercializationDivisionの資料より作成



208 

会社に移行した数は，すでに会社形態をとっている８社を除き，８８年に１

社，８９年に１４社，９０年に６社，９１年に１０社，計３１社が公開会社に転

換している。そのうち１６社は，すでに民営化が実施されている。

まず，これら民営化対象企業の選定基準については，次の点が配慮され

ている。

①民営化計画の初期段階では，収益性の高い公企業が選ばれるべきで

ある。収益'性の低い企業ないし赤字企業は，リストラクチャリングな

いし更正後に対象とする。

②様々な経済・産業部門にわたって分散するようにすべきである（特

定部門に偏らない)。

③政治的に問題となりやすい国有企業は対象から除外すべきである。

④民営化計画の初期段階では，政府部門が運営するのに不適切な事業

を含めるべきである。

⑤民営化の容易さが配慮されるべきである（例えば以前，私的会社で

あったのが国有化されたもの等)。

⑥大蔵省にもたらされる純収入額を配慮すべきである。

表１７は，こうした観点に基づいて選定されており，ここからは，③⑥

などの理由によって商業的企業で最大の２大商業銀行と２大茶プランテー

ション公社が外されていることがわかる。これらは，構造調整政策の最大

の焦点となっていながら，政府部内でも合意形成が難しいことを示唆して

いる。

さて公開会社への移行後，民営化は次のプロセスをたどる。まず第１

に，各企業の売却価格は，評価局（ValuationDepartment）によって

評価され，その評価額とプロフィールについて，米英系新聞に宣伝を出す

形をとる。第２に，５１～90％の過半数の株式が入札で売られるのが，通常

の手続きである。代りに株式取引所においても売却しうる。そして第３

に，３０％の株式の公開発行・オファーが行われる。それは初期に譲渡され

た過半数の株式によって左右される。第３に，１０％は，通常，勤務の長さ
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と役務にしたがって従業員に贈与される。つまり通常は，６０％が入札で売

却される安定株主（外資を含む）の部分であり，３０％は地元金融市場で公

開発行される部分であり，１０％は従業員持株になると想定されている。

3．民営化計画の中期的問題点

現行方式の下で，いくつかの民営化プログラムは成功をおさめている。

いくつかの優良企業に限定され，また政府部門として担当するのが不適切

な分野である場合には，計画は合理的なものと言えよう。しかし民営化リ

ストの全て，あるいは，さらに商業的経済的機能を持つ全公企業を民営化

するという計画方針を堅持しようとするならば，いくつかの問題の発生が

予想されるのも事実である。

まず第１に，地元長期資金市場の吸収力に限界があるために，これほど

多くの民営化リストを実施しようとすれば，売却価格を相当低下させない

かぎり，大部分を外資に依存せざるをえない。この点は，いくつかの問題

を引き起こす。まず民営化企業を買収した外資がＧＣＥＣ認可企業との間

の格差に不満を持ち，外資として平等な扱いを求めＧＣＥＣ特権を要求す

ることが予想される点である。事実，すでに国営織物公社（ＮＴＣ）の工

場を買収した韓国資本から，こうした要求が出されている。これが通れ

ば，税制の歪みが拡大するばかりでなく，地元中小企業との格差は一層広

がるであろう。

次いで，こうした外資買収企業が，つぎつぎとＧＣＥＣ認可企業入りし

てゆけば，一層の輸入依存体質を強め，国内市場における産業連関的投資

が削がれて行く可能性を持っている。ＧＣＥＣ認可企業は,輸入関税およ

び所得税を免税ざれ為替統制を免れるために，それまで使用していた国内

製品に代えて，中間財・投資財の輸入需要を拡大する。また直接投資され

た外資は，対外準備を増加させる。これらは，輸入需要を支えるだけでな

く，後述するように，為替レートを割高にし通貨供給圧力を作り出して輸

入インフレを促進する。
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第２に，こうした多数の民営化計画は，中期的な財政的観点から見て，

必ずしも公共支出削減政策にプラスになるかどうか疑わしいという点であ

る。短期的な財政収支という点から見れば，

〈民営化純収入>＝<売却収入>＋<補助金・移転支出の削減額＞

－<公企業収益>－〈リストラクチャリング費用〉

となる。これが投入された税金の額（減価償却部分を除く）を上回れば，

さしあたり納税者負担がかからないことになる。さらに中期的には，これ

に〈民営化企業からの税収増加額〉からく雇用の実質減に伴う福祉関係支

出等＞を差し引いたものが加わる。もちろん国民経済的観点から見れば，

民営化によって雇用・産出高・純輸出高が増加すれば，目的は達成された

ことになろう。

こうした観点から見ると，民営化政策の影響は，公企業部門の産出高の

急速な低下となって現れる。とりわけ織物・衣料において民営化政策によ

る落込みが激しく，また木・木製品，飲食料・タバコ，組立金属製品の落

表１８公共部門の主要工業産出高指数（1977年＝100）

１９８８ １９８９ １９９０ 

３
０
５
３
４
９
１
５
４
５
４
 

８
７
０
２
７
１
３
３
１
１
７
 

食料・飲料・タバコ

織物・衣料・皮革製品

内）織物

木材・木製品

紙・紙製品

化学製品

内）石油製品

非金属鉱産物

内）セメント

基礎金属製品

組立金属製品

全部門

石油製品を除く全部門

２２．６ 

96.0 

128.6 

27.4 

118.1 

122.4 

124.3 

137.5 

156.6 

８０．３ 

３３．６ 

31.0 

189.7 

257.6 

70.9 

153.7 

119.3 

120.7 

142.4 

175.1 

８６．１ 

７０．３ 

２
７
２
２
９
６
６
２
８
４
５
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

６
３
６
１
７
３
３
７
４
６
２
 

２
７
３
３
０
８
８
３
６
７
３
 

１
２
 

１
 

１
１
 

１１４．０ ８８．０ 100.0 

１０６．５ ９３．０ ７３．０ 

出所：CentralBankofSriLanka,ArmuaZRepo7tI990,ｐ､54およびルZd.，
1991,ｐ５８より作成
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込みも大きい。しかし初期の民営化企業は，相対的に優良企業であるため

に，民営化後に業績を伸ばしている企業が多い。例えば,UnitedMoters

の売上高は，民営化直前の８８年には２億6,070万ルピーであったが，９１

年には４億4,320万ルピーを記録している。またCeylonOxygenは，８９

年の１億3,700万ルピーから９０年の２億８００万ルピーへ,PugodaTex-

tileMillsは,89年の５億7,540万ルピーから９０年の８億3,120万ルピー

へと売上高を増加させている。このように民営化の初期段階を見るかぎ

り，人員削減の影響を勘案しても，国民経済的には決してマイナスであっ

たとは言えないであろう。

しかし問題は，民営化計画が，より収益性の低い公社・公企業に及ぶ時

に生ずる。前述の式にしたがって考えてみると，まず収益性の高い公企業

表１９主要公社．公的機関への経常移転（100万ルピー）
主要公社・公的機関名

NationalMilkBoard 

SriLankaSugarCorporation 

StateFertilizerManufacturing 
Corp 

CeylonSteelCorporation 

CeylonElectricityBoard 

NatｉｏｎａｌＷａｔｅｒＳｕｐｐｌｙ＆ 

DrainageBoard 

Co-operativeWholesale 
Establishment 

PaddyMarketingBoard 

AirportsandAviationServices 

Company 

SriLankaCentralTransport 
Board 

RoadDevelopmentAuthority 
＆IndustrialResearch 

CeylonTouristBoard 

NationalApprenticeshipBoard 
NationalYouthServicesCouncil 

UrbanDevelopmentAuthority 

総額

1991 

28.9 

１．２ 

260.0 

27.0 

48.3 

74.0 

３．０ 

70.3 375.2 

３６．９ 

305.0 

３６．９ 

610.4 

４５．０ 

700.0 

２．５ 2.4 

156.6 

2.5 2.8 1８．５ 

312.0 740.2 152.7 1,840.0 3,334.4 

257.9 

１３．１ 

５２．２ 

５９．６ 

３７．９ 

224.8 

１４．７ 

５４．６ 

６５．０ 

７５．０ 

１２．８ 

260.0 

１９．１ 

５５．４ 

７４．０ 

７５．０ 

190.0 

２８．３ 

６０．０ 

９５．８ 

８５．１ 

９０．２ 

１７５．４ 

２８．３ 

７１．５ 

134.8 

104.8 

137.1 

5,818.9 

出所：CentralBankofSriLanka,A7mualReportl99Iより作成
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収入が失われてゆく一方，政府は，収益性の低い企業あるいは赤字企業だ

けを抱えることになってくるであろう。こうした企業の民営化は，評価額

が低く大きな売却収入も望めない。補助金・移転支出の削減効果は期待で

きるが，リストラクチャリング費用が高くつくために，かえって中期的に

は民営化のために移転支出が増加するという事態が作り出されてしまう。

表１９は経常移転支出，表２０は資本移転支出の動向と主要支出先を示して

いる。これらの表は，電気・道路・水道・住宅といったインフラ関係支出

表２０主要公社・公的機関への資本移転（100万ルピー）

１９８７ 主要機関・公社名

MahaweliAuthorityofSriLankE 
DankotuwaPorcelam 

NationalTextilesCorporation 

SriLankaSugarCorporation 

CeylonFertilizerCorporation 
MilklndustriesLtd 

PaddyMarketingBoard 

StatePharmaceuticalsCorpo-
ration 

ExportDevelopmentBoard 
AirLanka 

AirportsandAviationService 

Company 

CeylonShippingCorporation 

RoardDevelopmentAuthority 

SriLankaCentralTransport 
Board 

SriLankaPortAuthority 
SriLankaTelecom 

CeylonElectricityBoard 

NationalWaterSupply＆ 
DrainageBoard 

LankaElectricCompany 
GreaterColomboEconomic 

Commission 

NationalHousingDevelopment 
Authority 

UrbanDevelopmentAuthority 

総額

1991 

2,410.0 1,809.7 

２０．２ 

４２．０ 

３５．４ 

5,100.813,429.5 2,474.9 

42.0 

185.0 

２７．０ 

42.0 

131.4 

２１．８ 

42.0 

10.0 

27.0 

42.0 

33.0 

28611話；
3.5 

200.0 

150.0 ;:量:ｌＬｉｌ:19 916.7 110.2 

５３．９ 

７７３．０ 

320.0 

650.2 

10 

1,203.6 

238.0 

1,869.6 

196.2 

2,373.0 

229.8 

748.3 

20.0 

1,579.0 

46.1 

1,233.3 

703.8 

922.2 

7.3 

753.6 658.1 

83.3 

50.0 

150.0 

200.0 

m1il:''１ 
56.5 

352.0 242.1 

375.9 

323.0 

372.0 

9,829.7 １１１８５． 

出所：CentralBankofSriLanka,AmzuaJReportI99Iより作成
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が着実に伸びている他に，民営化に伴うリストラクチャリング費用が移転

支出を大きく押し上げていることを示している。

経常移転支出から見ると，民営化直前の公社・公企業への支出が大幅に

伸びており，それに多額の経費が投入されていることがわかる。とりわけ

大きいのは，民営化過程にある中央交通局（ＣＴＢ）である。その経常移

転支出の伸びは著しく，９１年度には全体の５７％を占めるに至っている。

また協同卸売機構（ＣＷＥ）は89年度に７億ルピー，スリランカ砂糖公社

(SLSC）も同年に２億6,000万ルピーを受け取っている。セイロン鉄鋼

公社（CSC）や国営ミルク公社（ＮＭＢ）も同様である。次に資本移転支

出を見ると，上下水道・道路・住宅・都市開発が大きいものの，やはり中

央交通局(CTB),セイロン船舶公社(CSC),スリランカ砂糖公社(SLSC)，

セイロン肥料公社（ＣＦＣ)，国営織物公社（ＮＴＣ）などの民営化直前の

リストラクチャリング費用が嵩んでいることがわかる。こうした民営化の

ためのリストラクチャリング支出の増加に比して，民営化収入はわずか８

億4,100万ルピー（91年度）にすぎない。

前述のように，リストラクチャリング費用の中では中央交通局のバス事

業民営化が大きいが，パーツ不足に伴うバス台数の不足，人員削減に伴う

退職金支払や年金の転換費用，赤字路線維持のための補助金支出などの支

出が必要とされたからである。民営化が銀行部門や茶プランテーション公

社に及べば，不良債務整理や人員削減を含めて，その影響額はより大きな

ものとなろう。

また，これらに比べると規模こそ小さいが，民営化の対象として低収益

企業・赤字企業の数が増えてくれば，リストラクチャリング費用は一層嵩

むことになり，民営化収入をはるかに上回る事態が続くことになろう。い

くつかの公企業の民営化は避けて通れない道であるとしても，民営化の

全体的範囲とプライオリティ，実施の時間的スパーンをどのように設定

し，そのプロセスにおけるきめ細かい施策が必要とされよう。

第３に，スリランカのように国内市場が狹隙であると，独占的公企業の
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民営化は，独占の弊害と公共性の喪失という問題が生じやすい。交通や飲

食料といった生活必需品を扱う産業の場合，特にそうである。競争による

価格低下を追求して企業分割をすれば，国内市場が狭いため「規模の利

益」を失い，中長期的には生産性上昇に支障をきたしやすい。バス路線を

５０もに地域分割した場合に，新規のバス購入が進まない可能性は十分に

ありうるし，茶プランテーションを２２に分割し５年契約で経営契約を結

ぶ形では，短期的利益を追求して長期的視野からの投資が行われるかどう

か，その保証はない。

他方，独占的公企業をそのまま民営化すれば，国際的競争という点から

は望ましいが，国内市場では独占的供給者のまま価格統制から外れてしま

うことになる。こうしたケースでは，輸入自由化による価格競争の圧力は

あるものの何らかの規制が必要となるかもしれない。

第４に，１０％の従業員持株は，民営化への政治的社会的抵抗を緩和する

ためのものであるが，従業員は一種のボーナスと考えて換金しようとする

であろう。その場合には，スリランカの株式市場の現状から見て，かえっ

て株式市場の育成にマイナスに作用するケースが考えられる。それは民営

化の速度に依存する。急速に多数の民営化が進んだ場合，大量の株式売却

による換金要求は，スリランカの金融市場が狹陰であるために混乱をもた

らす可能性は十分に考えうる。スリランカの所得分配状況から見て，株式

運用のできる階層は極めて限られているからである。

これまで構造調整プログラムにおける財政政策について，改革の焦点に

なっている公共支出削減政策，税制改革，福祉サービスの効率化，そして

公企業民営化問題について，順次検討してきた。最後に，財政赤字の削減

と公共部門の縮小によって，成長と安定を図ろうとする構造調整プログラ

ムの基本的認識と施策が成功を収めているかどうかを検証するために，改

めて全体的問題に立ち返り，最近のインフレーションの原因と構造調整プ

ログラムが直面している問題について言及しておこう。
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Ⅶ輸入インフレ体質と構造調整政策の直面する困難

1．為替レート切下げと輸入インフレ

構造調整プログラム実施以後，スリランカ経済におけるマクロ経済指標

は比較的順調に推移してきたが,1989年半ば以降,急激なインフレーショ

ンに直面し，９０年には年率20％を越えるにいたった。こうした事態は，

構造調整プログラムの実施にとって大きな困難を意味する。先述のよう

に，第１に，名目為替レートの切下げ政策はインフレによって相殺されて

しまい，かえって実質為替レートの上昇傾向をもたらしており，第２に，

年率20％を越えるインフレは実質利子率をマイナスにし，市場利子率に

基づく資金の効率的配分は妨げられるという事態が現出したからである。

では構造調整プログラムでは，どのようなインフレ発生メカニズムが想

定され，どのような政策的枠組みが考えられているのだろうか。まず８９

年半ば以降のインフレは，為替レートの切下げ，補助金撤廃と価格自由

化，湾岸危機などが直接の契機となったと認識されている。しかし構造調

整プログラムは，経済安定化政策に関してはあくまでもマネタリスト的な

政策パッケージを基本としている。つまり〈公共部門赤字による政府信用

の拡大→通貨供給量の増大→インフレーション→高金利＞というクラウ

ディング・アウト論が想定されているのである。したがって先述したよう

に，９０年以降，これまでの公共支出削減政策に加えて公企業民営化政策

が急速に推進されるようになり，そして公企業の不良債権の整理とともに

２大商業銀行の民営化・商業化を目標とする金融制度改革が政策の焦点に

なってきたのである。

もちろん中長期的に見れば，こうした認識の妥当性と改革の必要性は否

定されるべきではない。だが検討すべき問題が残っている。第１に，構造

調整プログラムが，スリランカ経済の輸入インフレ体質を強めている点で

ある。そうであれば，輸出競争力と外貨準備をターゲットとした為替レー
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ト切下げ政策は有効性を削がれていくことになる。第２に，先進諸国でし

ばしば見られるように，金融自由化政策は市場の動向に押される形で進行

する（例えば日本では大量の国債発行と公債市場の発達が契機となった）

が，金融自由化政策を先行させれば市場がそれを追いかけてくる形になる

かどうかは別問題である。むしろ短中期的には，市場の歪みが表面化し逆

の効果を生む可能性を否定することはできない。

こうした観点から，この間のインフレーションについて２つの側面から

検討してみよう。すなわち１つは，為替レートと物価上昇率の関係，いま

卸売物価指数

800 対ドル・
レート

0.035 

700 

600 

0.030 

500 

400 

0.025 

ＩⅡⅢⅣＩⅡⅢⅣＩⅡⅢⅣIHmⅣＩｕｍⅣ 

￣1987-Ｊ二1988」-1989」-1990￣Ｌ-1991-

出所:CentralBankofSriLanka､EconomicResearchDepartment
資料より作成

図２対ドル為替レートと卸売物価指数
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１つは通貨供給量と物価上昇率の関係である。まず前者から見てみよう。

図２が示すように，名目為替レートの切下げと卸売物価の上昇は極めて

高い相関関係を持っていることがわかる。統計的に見ても，８７年後半，

89年後半，９０年末以降（特に９１年末）に，名目為替レートの切下げとと

もに卸売物価の急上昇が生じていることを確認しうる。しかも構造調整政

策が本格化した８９年後半から，投資財と中間財も同じ動きをするように

表２１ＧＮＰと輸出・輸入額（市場価格ベース）
(100万ルピー）

８
５
８
９
０
４
７
 

①
 
５
５
５
６
７
８
８
 

／
％
４
３
３
３
３
３
３
 

③
 

1982 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

100,258 

178,724 

195,883 

221,435 

250,060 

319,318 

373,675 

２７，１４８ 

42,568 

４９，５５９ 

57,885 

68,666 

97,117 

106,386 

１
８
３
１
５
４
５
 

●
●
●
●
●
●
■
 

７
３
５
６
７
０
８
 

２
２
２
２
２
３
２
 

４５，９０５ 

63,407 

７０，２２３ 

81,771 

92,587 

122,461 

144,701 

出所：CentralBankofSriLanka,A7muaZReportI99Iより作成

表２２国際収支1987-1991年

（100万ルピー）

1987 １９８８ １９８９ １９９０ 1991 

-41,184 

-4,448 

24,504 

-21,127 

4,234 

-1,300 

2,035 

20,910 

1,260 

27,138 

9,969 

貿
サ
移
一
経

易収支

ビス収支

転収支

常収支

直接投資

私的（長期）

私的（短期）

政府（長期）

政府（短期）

本収支

合収支

１００９３ １１０６９ １０３９０ 

●
●
●
●
●
 

■
Ⅱ
Ⅱ
４
（
山
ク
ユ
〕
（
叩
く
叩
）
。
、
如
一
△
｛
Ｌ
【
加
）

1,727 

213 

1,217 

5,901 

１，３８２ 

－１，３４１ 

４７４ 

7,793 

６３３ 

－１，８０３ 

3,557 

８，１７９ 

1,684 

-1,835 

2,685 

１６，３９８ 

１０５６６ １８９３２ ９０５８ ８３０８ 

資
一
総

１２２４ ３３９ ７１９６ 

出所：I6id.より作成
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なり，かつ上昇傾向が著しい。これらの事実は，構造調整プログラムにお

ける多額のプロジェクト援助と外資導入による輸出主導型産業政策がスリ

ランカ経済の輸入インフレ体質を強めていることを示唆している。この点

を国際収支と貿易の動向から見てみよう。

表２１は，輸出入を対ＧＮＰ比で見たものである。この表を見ると，輸

出・輸入とも対ＧＮＰ比は上昇しており，とりわけ第２次構造調整プログ

ラムの実施以降，スリランカ経済の貿易依存度が高まっていることを示し

ている。そして表２２は，貿易収支の悪化（とりわけ９０年以降）を政府長

期資本収支の黒字増加がカヴァーしていることを示している。つまりスリ

ランカ経済は，構造調整政策とともに，貿易依存度を高めながら傾向的に

貿易収支を悪化させ，その赤字をプロジェクト援助による外国借款＝政府

長期資金流入によって埋め合わせているのである。これを表２３の対外資

金ギャップという点から見ると，まず①外資導入による輸出主導型産業戦

略と貿易依存度の高まりを反映して，私的部門における直接投資資金と短

期資金の増加が著しい。そして②プロジェクト援助による長期資金の流人

は，それ以上に急増しており，上述の政府長期資本収支の黒字増加と対応

表２３対外資金ギャップとファイナンス
(100万ルピー）

１９８７１９８８１９８９１９９０ 

３１６９４３９６７４３６６７０４１０００ 

１９９１ 

62,433 

35,705 

24,080 

30,706 

4,391 

3,242 

23,073 

-7,936 

4,163 

-14,751 

3,958 

対外資金ギャップ

①中央政府

内）プロジェクト援助

②私的セクター

内）直接投資

商業的借入

短期資金

③その他

内）１ＭＦ引出し

対外資産

④バランス項目

15,473 

7,934 

12,608 

1,766 

2,846 

7,834 

3,802 

1,120 

-982 

-189 

19,630 

8,885 

11,577 

1,456 

1,630 

８，３７５ 

７，７１０ 

７，３１７ 

－５４６ 

７３０ 

20,562 

８，７１５ 

１３，５８７ 

７０７ 

４１８ 

１２，４１４ 

3,923 

３，４１２ 

－４，３６４ 

－１，４０２ 

28,639 

１３，２６６ 

１９，９６４ 

1,736 

１，３１０ 

１６，９１８ 

－６，２５７ 

3,172 

-11,082 

-1,346 

出所：CentralBankofSriLanka,AnmLaJReportI99Iより作成
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する形となっている。これらは，対外資産の増加にも反映している（表

24)。次に以上の点を踏まえつつ，貿易収支の内容に立ち入って検討して

みよう。まず輸出入の構成比から見てみよう。

最初に輸出額構成比から見ると，①伝統的一次産品（茶・ココナッツ・

ゴム）の比重低下と②工業製品輸出の急増，とりわけ衣料・織物の輸出の

伸びが特徴的である（表25)。このことは伝統的一次産品輸出からの脱却

と輸出主導型産業戦略を反映している。表２６は投資促進ゾーンの実績を

示しているが，雇用・粗輸出額ともに衣料・織物が急速に伸びており，こ

表２４対外資産（所有機関別）
(100万ルピー）

1987 １９８８ ９８９ １９９０ １９９１ 

1,631.6 

11 

28,956.9 

18,633.4 

49,233.0 

政府

政府機関

中央銀行

商業銀行

合計

３７３．７ 

0.9 

8,839.8 

9,264.9 

589.8 

0.9 

8,575.0 

9,859.7 

1,696.1 

1.0 

9,962.5 

11,729.9 

1,104.5 

1.1 

16,399.2 

16,966.8 

８４７９．３ １９０２５ ３８９．５ ４７１．６ 

出所：Ibid.，ｐ､109より作成

表２５輸出額構成比の変化

(％） 

１９８８ １９８９ ９９０ 1991 

３１．５ 

２１．２ 

３．１ 

３．１ 

６０．１ 

３９．４ 

３．９ 

１６．８ 

３．０ 

５．４ 

100.0 

①農産物

内）茶

ゴム

ココナッツ

②工業製品

内）衣料・織物

石油

その他工業製品

③鉱産物

④その他

輸出総額

８
２
９
３
３
４
８
１
６
３
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

２
６
７
３
８
０
４
３
５
３
 

４
２
 

４
３
 

１
 

２
３
５
１
７
４
０
３
８
３
 

●
●
●
●
●
●
●
●
①
●
 

９
４
５
５
０
１
４
５
４
５
 

３
２
 

５
３
 

１
 

３
９
９
５
２
６
０
５
４
１
 

●
●
●
●
●
●
●
□
●
●
 

６
４
３
３
２
１
５
５
４
７
 

３
２
 

５
３
 

１
 

１００．０ 100.0 ０００ 

出所：I6id.，１９９０＆’991より作成
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の限りで輸出主導型産業戦略は一応の成功を収めていると言えよう。次に

表２７から輸入額構成比の推移を見ると，①投資財の急速な比重上昇，②

中間財の全体的低下と織物輸入の着実な増加，③消費財における食料の比

重低下とその他消費財の伸びが特徴となっている。

第１に，投資財輸入の急増は，先述のように援助プロジェクトが産業基

盤整備（交通・通信・電力・水道など）に重点を移行させてきたことを反

映している。第２に，輸出主導型産業戦略は，外資導入による衣料アパレ

ル産業の発展をもたらしたが，スリランカ経済内部に産業連関を作り出す

ことなく，中間財（織物）と投資財（機械設備や建設資材）の輸入を増大

させていることを示している。そして第３に，貿易と為替の自由化が，そ

の他消費財をはじめとする輸入の増大をもたらしていることを反映してい

る。

このように構造調整プログラムの実施が，輸入の増大をもたらしている

状況の下では，為替レートの切下げ政策は，〈輸出価格低下→輸出増大→

貿易収支改善〉という連鎖を発生させるよりは，〈輸入価格上昇→輸入イ

表２６投資促進ゾーンにおける雇用と粗輸出額

粗輸出額

100万Ｒｓ.(ｆｏ.ｂ､）
雇用（人）

１９８９１９９０１９９１１９８９１９９０１９９１ 

食料・飲料・タバコ

織物・衣料・皮革製品

木材・木製品（家具を含む）

化学・石油・石炭・ゴム・プラス

チック製品

非金属鉱産物（石油石炭は除く）

組立金属製品・機械・交通設備

その他

サービス

379 

8,825 

９ 

４０５ 

849 

11,669 

６ 

５０３ 

1,235 

14,481 

１０ 

1,088 

1,135 

42,925 

６９ 

2,049 

1,633 

49,554 

４４ 

2,765 

2,168 

54,214 

６ 

５，３９０ 

6,069 

1,465 

11,182 

４，９１７ 

６６６ 

６２１ 

703 

2,44 

1,811 

750 

1,213 

７２４ 

1,871 

686 

1,778 

９４４ 

4,431 

1,287 

5,312 

4,221 

5,502 

1,436 

6,024 

4,400 

６１４２９７１３５８８５４５７１１８５２１７５２５２２０９３ 合 計

出所：ルjd.，1990,ｐ５７＆1991,ｐ､６３より作成
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表２７輸入額構成比の変化
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(％） 

１９８７ １９８８ １９８９ １９９０ 

６
２
４
７
２
３
５
４
０
４
 
０
 

５
３
２
０
０
６
３
５
６
９
 
０
 

９
 

０
 

①消費財

内）食料・飲料

その他消費財

②中間財

内）石油

織物

③投資財

内）建設資材

交通設備

機械・設備

輪入総額

８
３
５
２
４
４
７
２
３
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

２
２
０
７
４
３
８
１
２
１
 

２
１
１
５
１
１
１
 

１
 

５
４
２
８
０
４
０
５
０
９
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
ロ

４
４
０
６
１
２
７
１
２
９
 

２
１
１
５
１
１
１
 

2６．１ 

１６．４ 

９．８ 

５６．４ 

１０．４ 

１２．４ 

１５．０ 

１．２ 

２．３ 

７．８ 

４
５
９
８
３
５
７
９
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出所：LZd・より作成

表２８主要輸出品・輸入品価格指数（1985年=100）

1991 

136.2 

263.1 

261.5 

106.3 

332.9 

308.8 

315.0 

茶輸出

織物衣料輸出

消費財輸入

石油輸入

織物衣料輸入

機械設備輸入

交通設備輸入

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

73.2 

108.9 

113.7 

57.6 

104.3 

130.4 

117.9 

86.3 

133.5 

126.8 

68.9 

114.9 

148.0 

129.2 

91.7 

148.4 

166.1 

62.6 

148.7 

204.2 

163.6 

109.7 

183.9 

209.5 

77.0 

230.5 

230.1 

182.7 

149.2 

230.8 

251.8 

118.4 

299.7 

286.9 

268.4 

出所：IbZd・より作成

ンプレ→実質為替レート上昇→輸入増加→貿易収支悪化＞という連関を引

き起こしやすい。表２８は，為替レート切下げ政策の下で，輸入価格の上

昇がいかに著しかったかを示している。構造調整政策の下で，中間財（織

物）・投資財の輸入価格は約３倍に上昇しているのである。

2．通貨供給量の増加と物価上昇率

次に通貨供給量と物価上昇率の関係について見てみよう。まず図３を見

てみよう。この図は，通貨供給量Ｍ２と消費者物価の上昇率が高い相関を
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％
別

１５ 
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５ 

０ 

－５ 
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1987￣1988-Ｌ--1989－二L--199O￣￣'991￣

出所:CentralBankOfSriLanka,Ｂ皿ルノi",Jan・1991,ｐ･46などから作成

図３Ｍ２と物価の対前期増加率（四半期データ）

もって動いており，卸売物価はより大きく振幅しながら消費者物価に影響

を与えていることを示している。さらに図４から，Ｍ１がＭ２より大きく

変化しつつも同じ動きをしていることがわかる。以上を整理してみよう。

まず第１に，為替レート切下げと卸売物価上昇率は高い相関を持つ。そし

て卸売物価は，より大きく変化しながら消費者物価に影響を与えている。

第２に，ＭｌはＭ２の変化に影響を与え，Ｍ２の増加と消費者物価の上昇が

連動している。問題は，この２つの動き，すなわち①為替レートと卸売物

価の相関，および②通貨供給量Ｍ２と消費者物価の相関という２つの動き

を繋げているものが何かという点である。重要なポイントは，中央銀行の

歪んだ為替市場介入のあり方である。

すなわち為替レート切下げ政策が輸入インフレを昂進させると，中央銀

行は，対ドル・レート下落を人為的に抑えつつ，大量の外国為替（ドル）



ＩＭＦ・世銀の構造調整政策と途上国財政 223 

3０ 

2５ 

2０ 

１５ 

1０ 

VlI 
５ 

0 

－５ 

ｗＩＨｍＷＩＨｍｗＩＨｍＮＩＨｍＮ 

」し1988」L1989JLl990」Ll991-」

出所:CentralBankofSriLanka,Ｂｕ〃etm,Jan、
1992より作成

図４Ｍ,とＭ２の対前期増加率

買介入によって直接的に外国為替を吸収しようとする。本来なら，この中

央銀行のドル買介入は一層の為替レート下落をもたらすはずである。しか

し唯一の短期金融市場である銀行間コール市場は薄くインフレが生じてい

る下では，コール市場は逼迫して高金利となるために，ルピー資金の供給

と見合う形で，中央銀行は誘導したい人為的レートで大量の外国為替の貢

介入ができることになる。もちろん商業銀行が国有でコール市場の独占的

な貸手であることが，こうした歪んだ介入を可能にしている。ともあれ外

貨制約の下では，中央銀行は為替レートを高めに誘導しつつ，直接的に外

国為替を吸収することで，超過輸入需要の実現を抑え込もうとする歪んだ
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形をとることになる。公式の政策文書では表明されていないが，図５は，

このことを明確に裏付けている。そしてこの外貨（ドル）購入は，当然そ

れに見合うルピーを市場に供給する。つまり〈為替レート下落→輸入価格

上昇→卸売物価の上昇→消費者物価の上昇＞という連鎖のもう一方で，

<輸入インフレ→中央銀行の為替介入（外貨購入)→Ｍ１の増加＞という関

係が形成されたのである。表２９は，８９年以降になると，中央銀行のドル

為替購入額とＭ,の増加額がほぼ同じ動きをしていることを示している。

０．０３５ 
億ルピー

７０ 

6０ 

0.030 5０ 

4０ 

3０ 

11A 
0.025 

【
、

2０ 

【
1０ 

0 

－１０ 

－２０ 

ＩｕｍＮＩＩｍＮＩＨＨＮＩｕｍＮＩＨｍＮＩ 

Ｌｌ９８７=-1988ヨLl989-ILl990JLl991-JLl992-

出所:CentralBankofSriLanka,EconomicResearchDepartment
資料より作成

図５対ドル・レートと中央銀行の外国為替（ドル）純購入額
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表２９Ｍ,増加額と外貨純購入額
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(100万ルピー）

Ｍ１増加額Ｍ１ 外貨購入額

２５４．８ 

2,682.3 

４０９．４ 

1,335.4 

３７９．９ 

３．９ 

－１，３０２．７ 

３，１２６．４ 

4,387.4 

4,447.0 

1,460.0 

1,038.4 

2,874.3 

5,133.5 

1,585.9 

2,998.3 

2,490.4 

Ⅳ
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
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Ⅲ
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０
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９
９
 

９
 

９
 

９
 

１
１
 

１
 

１
 

１
 

25,083.3 

26,640.3 

27,791.7 

28,453.1 

32,379.3 

32,615.2 

32,037.1 

34,527.0 

35,337.9 

37,401.7 

36,386.1 

37,428.7 

39,878.1 

51,938.7 

54,838.4 

58,621.9 

65,042.9 

２，１１０．４ 

1,557.0 

１，１５１．４ 

６６１．４ 

3,926.2 

235.9 

-578.1 

2,489.9 

８１０．９ 

2,063.8 

-1,015.6 

1,042.6 

2,449.4 

12,060.6 

2,899.7 

3,783.5 

6,421.0 

出所：CentralBankofSriLanka，ＢｕＺＭ",januaryl992,ｐ､４６および
EconomicResearchDepartmentの資料より作成

つまり輸入インフレを抑制するために，中央銀行が外貨を直接的に吸収す

るドル買介人は，つぎのような歪んだ政策効果をもたらす。それは，為

替レート切下げを緩和させ輸入物価の上昇率を直接的に抑える効果を持つ

が，他方で，一時的にコール市場の逼迫を緩和させつつ，通貨（ルピー）

供給量の増加圧力をもたらす効果を持ち，そのＭ,供給の増加がＭ２の増

加にインパクトを与え，次のサイクルに向けて国内信用拡大の基礎を作り

出すのである。

上述の連関を逆から言えば，スリランカでは銀行間コール市場を除くと

金融仲介手段は非常に限定されており，しかも銀行間コール市場が薄いた

めに，この中央銀行の外貨購入によるＭ,の増加は，短期利子率に大きな

インパクトを与えることになる。図６は，急激な消費者物価上昇の末期に
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億ﾙﾋﾟｰ

３０ 40％ 

のタト貨純購入群

30％ 2０ 

20％ 10 

10％ ０ 

－１０ 

－１９８９－」Ｌ－－－１９９０－Ｌ－－－１９９１－Ｊ

ｌｌＩwT:CentralBankofSriLanka,ＢｕﾉﾉCl、より作成

図６コール市場最高金利と中央銀行の外貨純購入額

あたる９０年4～７月，１１～１２月，９１年11～１２月を除いて，中央銀行の外

貨購入額とコール市場金利がほぼ逆相関の関係にあることを示している。

スリランカにおいて，銀行間コール市場を除くと金融仲介手段は非常に限

定されているために，中央銀行の外貨購入によるＭ１の増加が銀行間コー

ル市場に与えるインパクトは大きい。しかも銀行間コール市場が薄いうえ

に国立商業銀行が独占的な貸手となっているために，コール金利は下方硬

直的で変動幅が大きく不安定性を示しているのである。

今一度，全体をまとめてみよう。まず第１に，構造調整プログラムは，

プロジェクト援助（外資流入）・外資導入による輸出主導型産業戦略・貿
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易と為替の自由化によって，スリランカ経済の貿易依存度を高めつつ，超

過輸入需要を作り出す。第２に，為替レートの切下げを契機に，〈輸入価

格上昇→卸売物価上昇→消費者物価の上昇圧力＞という連鎖が生じて,輸

入インフレをもたらす｡そのために名目為替レートの切下げ政策は，かえっ

て実質為替レートの上昇に帰結し，輸入をますます有利にするという悪循

環を発生させることになる。第３に，輸入インフレに対する中央銀行の歪

んだ為替市場（ドル買）介入は，Ｍ,の供給を増加させる。そして，この

Ｍ,の増加は，Ｍ２の増加をもたらして国内信用拡大の基盤を提供し，消費

者物価の上昇に影響をもたらすのである。このように，〈為替レート切下

げ→輸入インフレ→中央銀行の為替介入→通貨供給量の増加＞という歪ん

だ悪循環を繰り返しており，構造調整プログラムは重大な困難に直面して

いるといってよいであろう。つまり輸出主導型成長政策の重要な構成要素

であるく為替レート切下げ政策＞と安定化政策の基本的部分であるくマネ

タリスト的政策＞との間には，必ずしも容易には両立しない関係が発生し

ているのである。だが問題はそれだけにとどまらない。この為替レート切

下げ政策は,スリランカの利子率の高さにも影響を及ぼしているからである。

3．為替レート切下げと利子率

内部的に金融市場が薄い状況の下で，対外的対内的な自由化政策を推し

進めてゆけば，金融市場は外からのインパクトを強く受けるようになる。

まず第１に,為替レート切下げ政策が基本に据えられ,市場に名目為替レー

ト下落の期待が恒常的に存在するケースでは，現地通貨（ルピー）の価値

下落が予想されるので，外貨・外貨預金ないし外国為替を所有していた方

が有利になる。特にスリランカでは，長期資金市場が狹陰で，商業銀行は

もっぱら輸出入を含む短期信用に傾斜しているために，こうした傾向は助

長される。事実，為替・外貨取引の自由化，民営化輸出主導型経済発展

等を反映して，商業銀行は，民間セクター，とりわけ輸出人部門を含む商

業部門の短期信用にシフトしており，工業部門への貸出を低下させてい
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る。こうした状況の下では，この為替レートの予想下落率が，予想インフ

レ率とともに国内短期利子率に上乗せされてゆくのが自然である。大幅な

為替レート切下げが続いた９０年半ばに，金利が急激なインフレ率をも上

回って上昇したのは，そのためである。

第２に，前述のように，スリランカにおいて，銀行間コール市場を除く

と金融仲介手段は非常に限定されているために，中央銀行の為替介入（外

貨購入）によるＭ，の増加が銀行間コール市場に与えるインパクトが大き

くなっている。輸入インフレに対処するために中央銀行が為替介入（外貨

購入）をすれば，通貨供給量が増加して一時的にコール市場の金利を低下

させるが，他の金融仲介手段が限定され且っコール市場自体が薄いため

に，中央銀行の外貨純購入額が減少すれば再び金利は急上昇することに

なるのである。しかも国立商業銀行が独占的な貸手となっており，また為

替レートの下落傾向が恒常的に予想される下で超過輸入需要が発生すれ

ば，借手はなるだけ他よりも早く多くの資金を確保したいために，金利は

下方硬直的で上昇幅は急激に大きくなる傾向にある。

第３に，預金金利についても同様のことが言える。為替レートの下落傾

向が恒常的に予想される下では，ルピー預金はその分だけ目減りし外貨建

預金の方が有利になるからである。金融自由化とともに商業銀行の外貨

扱いが増え，預金も自由化されて在住者（resident）と在外者（non-

resident）の扱いの差別が解消されてくるにつれて，こうした傾向は強ま

らざるをえない。したがって，この場合も，為替レートの予想下落率が，

予想インフレ率とともに国内預金利子率に上乗せされてゆくことになるの

である。

表３０は外貨銀行勘定（FCBUs）の内訳を示したものであるが，非銀

行・銀行部門とも外国銀行の取引が最も比重が高いが，①商業銀行の外貨

預金の急速な伸び，②外貨銀行勘定（FCBUs）間での取引とりわけ預金

の急速な増加，③ＧＣＥＣ企業の取引とりわけ貸付の着実な伸びを見て取

れる。また表３１－ａから，商業銀行における在外者の定期預金が急速に伸
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表３０外貨銀行勘定（ForeignCurrencyBankingUnits）
（100万ルピー）

１９８５ １９８８ １９８９ １９９０ 年末

貸付（外国）

非銀行部門

銀行部門

貸付（国内）

中央銀行

商業銀行

ＦＣＢＵ間

ＧＣＥＣ企業

その他

その他資産

預金・借入れ（外国）

非銀行部門

銀行部門

預金・借入れ（国内）

中央銀行

商業銀行

ＦＣＢＵ間

ＧCEC企業

その他

その他債務

総資産・債務

1991 

3,919.3 

8,622.3 

4,726.9 

9,199.6 

5,268.0 

14,444.0 

4,980.9 

16,110.5 

5,164.5 

13,229.9 

165.2 

320.4 

403.0 

2,573.2 

2,024.9 

2,203.3 

328.9 

923.6 

2,639.4 

2,779.1 

８６６．１ 

160.0 

508.0 

3,384.0 

3,076.0 

2,404.0 

41.8 

1,790.5 

5,866.5 

9,708.6 

3,563.1 

1,592.9 

３，６１４．８ 

6,623.9 

２，４１６．０ 

1,131.9 

12,267.6 

1,347.7 

10,897.5 

2,588.0 

13,404.0 

2,132.0 

15,876.8 

2,242.3 

15,972.1 

386.4 

2,318.7 

822.2 

175.4 

1,721.2 

1,255.3 

191.6 

4,284.3 

393.1 

505.4 

650.7 

3,346.2 

491.0 

8,739.9 

1,273.4 

1,639.1 

1,173.1 

4,013.7 

440.0 

5,988.0 

456.0 

1,576.0 

824.0 

3,968.0 

1,469.1 

8,628.5 

2,884.2 

1,807.9 

1,313.3 

5,047.5 

39,364.9 ２００７８．７ ２１６１６．５ ２９２４４．０ ５３３９．０ 

出所：CentralBankofSriLanka,Ｂｕ比伽,Jan・'992,ｐｐ､52-53より作成

びていることがわかる。さらに表３１－ｂでは，為替レートの下落予想を反

映して，①商業銀行の手持外貨・在外銀行からの支払残高が伸び，②輸入

手形購入の減少と輸出手形購入の増加が生じている。また中央銀行の為替

介入を反映して，中央銀行からの支払予定額の増加が見られる。このよう

に外貨預金が伸びている下で，在外者からのルピー建預金を確保するに

は，当然，為替レートの予想下落率を金利に上乗せしなければならない。

また，為替レート下落が予想されるもとでは，なるだけ外貨ないし外貨建

資産をもった方が有利になるのである。８９年以降の定期預金（timede-

posits）金利の急上昇と２０％を越える水準での推移は，こうした事態を
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表３１－ａ商業銀行債務と内訳 (100万ルピー）

1９８５ １９８９ 年末

要求払預金

内）在住者

在外者

定期預金

内）在住者

在外者

インター・バンク借入れ

外国からの借入れ

その他債務

1990 

26,884.7 

17,255.6 

344.8 

1991 

30,310.6 

21,640.8 

549.1 

78,959.5 

63,519.1 

14,543.5 

7,427.3 

1,323.1 

28,380.3 

1８，３１２．７ 

１３，５１１．０ 

270.8 

41,818.2 

35,374.6 

5,932.9 

21,438.6 

15,374.5 

323.8 

48,547.6 

40,077.8 

８，２１０．４ 

１１，４６５．５ 

8,760.6 

99.5 

33,014.1 

29,437.0 

2,887.0 

出所：CentralBankofSriLanka,Ｂｕ此加,Jan､1991,ｐ､５１より作成

表３１－ａ商業銀行債務と内訳 (100万ルピー）

１９８８ １９８９ １９９０ 年末

総資産

内）手持現金

中央銀行からの支払

手持外貨・在外銀行

からの支払残高

大蔵省証券

輸入手形購入・割引

輸出手形購入・割引

当座貸越

貸付

1991 

155,360.6 

2,660.8 

12,760.1 

13,833.1 

132,363.9 

1,769.5 

7,636.8 

12,077.0 

62,383.3 

1,501.3 

5,836.3 

3,554.3 

95,814.5 

1,875.9 

4,782.7 

7,696.9 

106,351.9 

1,470.5 

6,140.1 

7,606.8 

9,899.1 

4,493.8 

4,783.8 

28,766.0 

55,986.3 

4,857.0 

2,980.4 

2,175.6 

17,603.4 

34,839.0 

６，１１３．４ 

２，４５７．５ 

4,124.4 

20,255.2 

39,873.2 

11,237.3 

2,262.9 

4,790.0 

22,900.3 

51,373.8 

962.7 

2,306.2 

2,130.8 

11,369.9 

22,891.2 

総資産に占める割合（％）

総資産

内）手持現金

中央銀行からの支払

手持外貨・在外銀行

からの支払残高

大蔵省証券

輸入手形購入・割引

輸出手形購入・割引

当座貸越

貸付

100.0 

１．７１ 

８．２１ 

８．９０ 

100.0 

２．４１ 

９．３６ 

５．７０ 

1００．０ 

１．９６ 

４．９９ 

８．０３ 

100.0 

１．３８ 

５．７７ 

７．１５ 

1００．０ 

１．３４ 

５．７７ 

９．１２ 

５．０７ 

３．１１ 

２．２７ 

１８．３７ 

３６．３６ 

５．７５ 

２．３１ 

3.88 

19.05 

37.49 

８．４９ 

１７１ 

３．６２ 

１７．３０ 

３８．８１ 

６．３７ 

２．８９ 

3.08 

18.52 

36.04 

１．５４ 

３．７０ 

３４２ 

１８．２３ 

３６．６９ 

出所：I6id.，ｐ､５０より作成
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加味しなければ理解できない。

しかし，こうした高金利は，農業や脆弱な国内産業を困難に陥れる。そ

のため，中央銀行は，８９年以降，自由化政策を推進する一方で，直接信

用統制とリファイナンスという直接的金融統制手段を導入せざるをえなく

なっている。すなわち重要でない輸入に対して，部分的な信用シーリング

(creditceiling）や信用証（LettersofCredit）に対する100％マージン

の要求を導入して超過輸入需要と輸入信用を抑えながら，他方で金利高と

資金不足に悩む農業や危機的な状態にある工業に対して中長期信用基金

(ＭＬＣＦ：MediumandLongTermCreditFund）を介したリファイ

ナンスを増加させていったのである。表３２は，為替レート切下げが始

まった８９年半ば以降，信用状に対する中央銀行の拘束預金が増加してい

ることを示している。また表３３は中央銀行のリファイナンスを示したも

のであるが，９１年に輸出信用が大幅に合理化されたものの，中長期信用

基金（ＭＬＣF）を通じた産業貸付は89年以降，着実に増加している。そ

の融資種別は以下の通りである。

①カテゴリーＩ…関係各省に承認された農漁業の促進・開発計画

表３２信用状に対する中央銀行預金

額

(100万ＲＳＪ

額

(100万Ｒｓ.）

2,253.1 

2,950.0 

3,639.6 

３，２１１．７ 

3,524.4 

2,742.8 

2,691.9 

2,325.8 

2,309.2 

２，５２６．６ 

19871 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

19881 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

19891 

Ⅱ 

1989Ⅲ 

Ⅳ 

19901 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

19911 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

1,311.6 

1,295.4 

1,381.6 

1,804.2 

1,689.1 

1,786.8 

1,603.3 

1,795.9 

2,422.0 

1,798.8 

出所：CentralBankofSriLanka,EconomicResearch

Department資料より作成
備考：100％マージン預金を含む
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表３３中央銀行のリファイナンス
（100万ルピー）

1991 

①短期貸付

ａ・輸出信用カテゴリーＩ

カテゴリーⅡ

ｂ・新包括農村信用計画

ｃ・マーケティング（ＰＭＢ.）

ｄ・大豆・とうもろこし買付資金

融資

ｅ、金融会社救済

ｆ・商業銀行・ＣＷＥ救済

小計

②中長期貸付（MLCF）

ａ・カテゴリーＩ

ｂ・カテゴリーⅡ

ｃ、カテゴリーⅢ

ｄ・カテゴリーⅣ

小計

リファイナンス総額

1,576.0 

1,061.9 

384.5 

２．６ 

389.9 

382.7 

620.4 

１．３ 

1,504.7 

585.4 

188.4 

207.8 

４．０ 

1,578.9 

736.9 

129.0 

128.4 

1,554.8 

966.9 

２１０．２ 

７．６ 

８２．０ 

50.7 

2,705.9 

1,760.0 

4,785.0 1,394.3 2,490.3 2,739.5 

280.4 

140.6 

798.3 

1,326.0 

2,545.3 

865.4 

128.6 

769.5 

2,186.3 

3,949.8 

5,344.1 

260.7 

８０．０ 

508.5 

298.6 

1.147.8 

213.0 

７６．３ 

559.6 

723.2 

1,572.1 1,005.9 

出所：CentralBankofSriLanka,BankingDepartment資料より作成

②カテゴリーⅡ…伝統的輸出品（茶・ココナッツ・ゴム）を除く輸出

の促進・発展

③カテゴリーⅢ…カテゴリーＩ以外の農漁業の促進・発展

④カテゴリーⅣ…貿易・商業・事業に対して，商業用自動車購入・機

械建物の建設および中央銀行が決定するその他目的

これらには,優遇金利(例えばカテゴリーⅣで１０％＋仲介信用機関のマー

ジン４％）が与えられる。この中央銀行のリファイナンスは，金融自由化

と通貨供給量抑制政策の効果を減殺するために，９１年には輸出信用を中

心にして合理化され，また金利も引き上げられた。しかし脆弱な国内商工

業を救済するカテゴリーⅣの伸びは著しい。ここでも構造調整プログラム

は，玉突き状にして問題を潜行させているのである。

すでに述べたように，構造調整プログラムでは，高金利の原因は，①財
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政赤字によるクラウディング・アウト効果と，②２大商業銀行が公社・公

企業の巨額の不良債務を抱え，かつコスト意識の低い公企業に対して商業

銀行側も審査能力が低く行政コストが高いという制度的要因に求められ，

公企業民営化と金融制度改革が政策方針となっている。だが先述したよう

に，財政赤字を充足するために発行された大量の大蔵省証券が，商業銀行

を含む短期金融市場において競争的金利で本格的に取引されていれば，ク

ラウディング・アウトによって短期利子率はもっと押し上げられたはずで

ある。むしろ，その多くは，政府のコントロールの効く非銀行部門に吸収

され，短期金融市場への圧迫は緩和されている。構造調整プログラムが推

し進めている大蔵省証券市場の活性化が思うように進捗していないた

めに，かえって直接的なクラウディング・アウトが緩和されているので

ある。

だが程度の問題があるにせよ，上記の要因がスリランカの金融市場に歪

みをもたらしているのは事実であり，中期的な改革の必要性は否定される

べきではない。しかし金融制度改革と自由化を推し進めれば，自ずと市場

が後からついて来るというようには容易に事態は進まないことにも注意し

ておかなければならない。むしろ改革が，スリランカの金融市場の未成熟

や歪みを表出させている側面が強い。これまで見てきたように，構造調整

プログラムがスリランカ経済の超過輸入需要を作り出し，輸出主導型の経

済成長政策の根幹をなす為替レート切下げ政策と対外自由化政策によっ

て，輸入インフレとなって表出する時，こうした歪みが高金利と銀行間信

用の変動性となって現れているからである。つまり現時点では，輸入イン

フレ体質の改善が他方で追求されない限り，こうした金融制度改革の有効

性も削がれろという関係にあるのである。しかしスリランカの取り得る選

択肢は限定されている。

①まず曰本のように，貿易・資本統制の下で，戦略産業育成に対する

選択的保護を行ったり，韓国のように，対外自由化と為替レートの調整を

行いながら国内的な選択的保護政策を組み合わせてゆく方式を，現時点で



234 

取りうる余地は極めて少ない。オイル・ショック後の累増する財政赤字の

下では，こうした保護政策は削減せねばならないからである。また隣国も

対外自由化政策をとっている以上，選択的輸入代替政策をとれば外資導入

は困難になるからである。さらに産業整備のためのプロジェクト援助が超

過輸入需要を作り出すからといって，その削減も外資導入を困難にしてゆ

く。

②中間財や投資財の輸入コストを引き下げ，相乗的な産業連関的投資

を促進するために，ＡＳＥＡＮは自由貿易連合化しているが，地政学上の

位置もあってスリランカには，こうしたパートナーは存在しない。むしろ

今後は，隣接するＡＳＥＡＮの自由貿易連合化などによって競争上不利な

条件に置かれてゆく可能性がある。

③地場産業の第２次的ネットワーックや資源利用型産業の形成が代替

策として考えうるが，スリランカでは製造業部門が公営化されてきたため

に，地元の「大手」資本の大部分は流通部門で活動しており，ビヘイビア

が短期的で生産的事業を営む企業家マインドに欠けている点が問題とな

る。これらの条件をかい〈ぐって，人材養成を含めて，中長期的な現地産

業の育成戦略を練るのはかなりの困難を伴うであろう。

Ⅷおわりに

これまで見てきたように，第２次構造調整プログラムは，公共部門の縮

小と輸出主導型開放経済化を目指した構造改革によって，スリランカの経

済構造を大きく変貌させてきた。いくつかの改革は目標を達成し，一定の

成功をおさめている。しかし1990年半ば以降，大きな困難に直面してい

ることも事実である。最後に，構造調整プログラムが直面する問題点につ

いて小括し，まとめに代えよう。

まず財政政策に関して，財政赤字削減政策，税制改革，福祉サービスの

効率化，公企業民営化という順に検討してきたが，９１年度に入って，公
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共支出削減政策はいくつかの限界に突き当たっていることが明らかになっ

た。第１に，公共支出のリストラクチャリングのために，行政改革や福祉

効率化などの削減努力が行われたにもかかわらず，経常支出と政府貸付の

削減は思うようには進んでいない。ある支出項目の削減が，玉突き状にし

て別の支出項目の増加をもたらしているからである。とくに問題となるの

は，福祉支出，国防費，公企業民営化に伴うリストラクチャリング費用で

ある。結局，歳出の削減は，資本支出の削減された分だけ実行された形と

なったが，それが可能になったのは，外国援助の伴わない資本支出を削

り，低利の外国借款に依存した産業インフラ整備に資本支出を絞り込んだ

ためである。公共支出削減政策は，こうした脆弱性を抱えている。

第２に，財政赤字のファイナンス方式として，大蔵省証券のオークショ

ン形式の発行と公開市場操作を導入したが，通貨供給量をコントロールす

る間接的金融政策手段として成功しているとは言いがたい。それは，確か

に中央銀行の政府信用を縮小するのにはある程度成功したが，大量の大蔵

省証券＝短期債の累積が，短期金融市場を圧迫し利子率の上昇圧力を作り

出すために，結局，政府のコントロールの効く非銀行部門に引き受けさせ

るしかない状況である。この非銀行部門の引受けは，これら基金の長期資

金供給を制限するだけでなく，大蔵省証券の第２次市場の発展条件が欠け

ているために，金融仲介コストを高くし，大蔵省証券の金利と他の金利の

動きを乖離させている。

第３に，財政政策にかかわる個別の改革も，それぞれ固有の問題を抱え

ている。まず税制改革は，理念的には正当なものであるが，租税優遇措置

の削減が思うように整理できないために一貫'性を貫くことができなくなっ

ている。しかも新たに導入された租税優遇措置も，明確な産業戦略の裏付

けに欠けている。次に福祉効率化についても，土地改革の結果，貧困層が

小土地所有者であるために自家消費所得の計測が困難であり，貧困線の設

定が難しいという問題を抱えている。また，それはスリランカ特有の「貧

困のわな」を作り出している。さらに公企業民営化について言うと，より
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収益性の低い公企業や赤字企業に民営化が及ぶようになってくるにつれ，

リストラクチャリング費用が嵩み，かえって公共支出削減政策の足かせと

なっている。問題は，それが短期的なもので終わるかどうかである。しか

し構造調整プログラムが設定する民営化方針は，短期間に，しかも商業的

経済的機能をもつ全ての公社．公企業を対象としており，こうした方針が

堅持されるかぎり前述の問題は避けられそうにない。

財政政策に伴う諸問題は上記の通りであるが，構造調整プログラムの根

幹にかかわる深刻な問題は，1990年半ば以降に生じた急激なインフレー

ションである。それは構造調整プログラムが抱える内的矛盾を表出させて

いるからである。まず第１に，構造調整プログラムは，織物・衣料を中心

とする工業製品の輸出を伸張させるのに成功したが，同時にプロジェクト

援助（外資流入）．外資導入による輸出主導型産業戦略・貿易と為替の自

由化などによって，スリランカ経済の輸入依存体質も高めている。第２

に，輸出競争力に見合った為替レートの切下げ政策をとろうとするが，そ

れを契機に，〈輸入価格上昇→卸売物価上昇→消費者物価の上昇圧力＞と

いう連鎖が生じて，輸入インフレをもたらしている。そのために名目為替

レートの切下げ政策は，かえって実質為替レートの上昇に帰結し，輸入を

ますます有利にするという悪循環を発生させることになっている｡そして

第３に，輸入インフレを抑制するために，中央銀行はドル買介入によって

外国為替を直接的に吸収してきたが，それはＭ１の供給増加圧力を作り出

してきた。そして，このＭ,の増加は，Ｍ２の増加をもたらして国内信用

拡大の基盤を提供し,消費者物価の上昇に影響を与えてきた｡このように，

<為替レート切下げ→輸入インフレ→中央銀行の為替介入→通貨供給量の

増加＞という悪循環が繰り返され，構造調整プログラムは根底から困難な

問題に直面することになっている。つまり輸出主導型成長政策の重要な構

成要素であるく為替レート切下げ政策〉と安定化政策の基本的部分である

くマネタリスト的政策＞との間に，容易には両立しない関係が現出して

いるのである。さらに言えば，こうした為替レート切下げ政策と輸入イ
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ンプレ体質の強まりは，スリランカの利子率の高さにも影響を及ぼし，ス

リランカの金融市場の未成熟さや歪みを表出させている。そして現下の金

融制度改革の実効性を危うくしているのである。
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